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観 点 
１－１ 

教育活動を展開するために必要な教員の配置状況 

判断基準（記載必須事項） 
●学部・研究科における 専任教員数 について、設置基準で定められる専任教員数の充足状況に

より、適正な配置であるかどうか を判断する 

 
＜観点に係る状況＞ 
平成 29 年５月１日現在、学士課程における専任教員の配置状況は＜資料１－１－①＞のとお

り、大学設置基準により必要とされる教員数 418 名を上回る 648名を確保している。なお、全て

の学部・学科において、基準上必要となる専任教員数及び教授数を上回る教員を配置している。 

また、文部科学省告示第 175 号「大学設置基準別表第一イ備考第九号の規定に基づき薬学関係

の学部に係る専任教員について定める件」について、薬学部には、薬剤師としての実務経験を有

する専任教員は５名おり、基準数 22 名の６分の１である４名（端数切り上げ）を上回って配置

している。 
大学院課程における専任教員の配置状況は＜資料１－１－②＞のとおりである。研究指導教員

については、全専攻において必要な教員数を配置している。研究指導補助教員については、基準

を下回る専攻が一部あるが、研究指導教員の十分な確保、及び複数教員による指導体制により、

研究指導補助教員の役割が研究指導教員によって担われている＜資料１－１－③＞。 
専門職学位課程である教職実践開発研究科の教員構成は、専門職大学院設置基準に定める必要

な教員数を確保している。15 名の専任教員のうち、実務家教員を５名、うちみなし専任教員（富

山県教育センター教員）は３名を配置し、理論と実践の往還を可能にするため、富山大学（理論

研究）と富山県教育センター（実践研究）の２つを実質的なキャンパスとする教育体制を構築し

ている。 

 
＜資料１－１－①：専任教員数（学士課程）＞           平成 29年 5月 1 日現在 

学部名 学科等名 
教員数 

大学設置基準 

必要教員数 

教授 准教授 講師 助教 計 基準数 うち教授 

人文学部 人文学科 34 26 0 0 60 12 6 

人間発達科学部 
発達教育学科 14 8 3 0 25 6 3 

人間環境システム学科 18 14 2 0 34 6 3 

経済学部 

経済学科 

（昼間主、夜間主） 
13 9 0 0 22 11 6 

経営学科 

（昼間主、夜間主） 
13 6 1 0 20 10 5 

経営法学科 

（昼間主、夜間主） 
9 8 1 0 18 14 7 

理学部 

数学科 8 4 0 1 13 8 4 

物理学科 5 4 0 1 10 8 4 

化学科 4 4 2 1 11 8 4 

生物学科 5 4 2 1 12 8 4 

地球科学科 7 4 0 1 12 8 4 

生物圏環境科学科 6 3 1 1 11 8 4 

医学部 
医学科※ 37 26 10 73 146 140 30 

看護学科 7 11 0 13 31 12 6 
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薬学部 
薬学科 11 13 1 13 38 22 11 

創薬科学科 4 6 0 6 16 8 4 

工学部 

電気電子システム工学科 9 7 3 2 21 9 5 

知能情報工学科 7 5 5 0 17 9 5 

機械知能システム工学科 10 5 4 5 24 9 5 

生命工学科 7 4 1 2 14 8 4 

環境応用化学科 5 8 0 2 15 8 4 

材料機能工学科 6 4 0 1 11 8 4 

芸術文化学部 芸術文化学科 17 18 9 1 45 11 6 

医学部、薬学部 学科目 10 6 0 2 18 
  

外国語教育専任教員 3 1 0 0 4 
  

（大学全体の収容定員に応じた教員数） 
    

0 67 34 

計 269 208 45 126 648 418 172 

※附属病院所属教員（講師以上）のうち、医学科の授業担当としてシラバスに記載している教員（11名）を含む。 

（出典：本学ウェブサイト https://www.u-toyama.ac.jp/outline/statistics/faculty-full-time.html ） 

 
＜資料１－１－②：専任教員数（大学院課程）＞          平成 29年 5月 1 日現在 

研究科等名 専攻等名 

教員数 大学設置基準必要教員数 

研究指

導教員 

研究指

導補助

教員 

計 
研究指

導教員 

研究指

導補助

教員 

計 

人文科学研究科 人文科学専攻（M） 53 7 60 4 3 7 

人間発達科学研究科 
発達教育専攻（M） 15 4 19 7 5 12 

発達環境専攻（M） 30 5 35 3 3 6 

経済学研究科 
地域・経済政策専攻（M） 27 4 31 5 4 9 

企業経営専攻（M） 24 1 25 5 4 9 

芸術文化学研究科 芸術文化学専攻(M) 34 1 35 5 3 8 

生命融合科学教育部 

認知・情動脳科学専攻（D）※ 13 1 14 (30) (30) (60) 

生体情報システム科学専攻（D） 11 4 15 5 4 9 

先端ナノ・バイオ科学専攻（D） 8 6 14 5 4 9 

医学薬学教育部 

医科学専攻（M） 38 25 63 6 6 12 

看護学専攻（M） 9 12 21 6 6 12 

薬科学専攻（M） 30 20 50 8 6 14 

生命・臨床医学専攻（D）※ 22 16 38 
(30) (30) (60) 

東西統合医学専攻（D）※ 6 3 9 

看護学専攻(D) 9 6 15 6 6 12 

薬科学専攻(D) 22 10 32 5 4 9 

薬学専攻（D） 6 7 13 5 4 9 

理工学教育部 

数学専攻（M） 10 2 12 4 3 7 

物理学専攻（M） 9 2 11 4 3 7 

化学専攻（M） 10 6 16 4 3 7 

生物学専攻（M） 9 4 13 4 3 7 

地球科学専攻（M） 11 2 13 4 3 7 

生物圏環境科学専攻（M） 10 2 12 4 3 7 

電気電子システム工学専攻（M） 17 6 23 5 2 7 

知能情報工学専攻（M） 12 5 17 4 3 7 

機械知能システム工学専攻（M） 16 9 25 5 2 7 

生命工学専攻（M） 11 3 14 4 3 7 

環境応用化学専攻（M） 12 3 15 4 3 7 

材料機能工学専攻（M） 10 2 12 4 3 7 

数理・ヒューマンシステム科学専攻（D）  34 17 51 4 3 7 

ナノ新機能物質科学専攻（D） 27 10 37 4 3 7 

新エネルギー科学専攻（D） 21 13 34 4 3 7 

地球生命環境科学専攻（D） 26 7 33 4 3 7 
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教職実践開発研究科 教職実践開発専攻 
  

15 
  

11 

計 602 225 842 171 138 320 

※医学系博士課程については、専攻単位ではなく課程単位として考える 

（出典：本学ウェブサイト https://www.u-toyama.ac.jp/outline/statistics/faculty-full-time.html ） 

 
＜資料１－１－③：研究指導教員及び研究指導補助教員数（抜粋）＞ 

 

本学の研

究指導教

員数 

必要研

究指導

教員数 

本学の

研究指

導補助

教員数 

必要研

究指導

補助教

員数 

各専攻の研究指導体制 

人間発達科学研究科 

発達教育専攻 
15 ７ ４ ５ 

主指導教員のほか、必要に応じて他

の教員の助言･指導を受けられるよ

うに柔軟に対応 

経済学研究科 

企業経営専攻 
24 ５ １ ４ 

主指導教員のほか、必要に応じて他

の教員の助言･指導を受けられるよ

うに柔軟に対応 
芸術文化学研究科 

芸術文化学専攻 
34 ５ １ ３ 主指導教員と副指導教員による指導 

理工学教育部 

数学専攻 
10 ４ ２ ３ 複数教員が指導をする場合がある 

理工学教育部 

物理学専攻 
9 ４ ２ ３ 複数教員が指導をする場合がある 

理工学教育部 

地球科学専攻 
11 ４ ２ ３ 複数教員が指導をする場合がある 

理工学教育部 

生物圏環境科学専攻 
10 ４ ２ ３ 複数教員が指導をする場合がある 

理工学教育部 

材料機能工学専攻 
10 ４ ２ ３ 

主指導教員１名及び副指導教員２名

以上 
生命融合科学教育部 

認知情動脳科学専攻 
13 

30 

１ 

30 

主指導教員１名、副指導教員２名が

指導にあたる 
医学薬学教育部 

生命・臨床医学専攻 
22 16 主指導教員と副指導教員による指導 

医学薬学教育部 

東西統合医学専攻 
６ ３ 主指導教員と副指導教員による指導 

合計 164 67 36 57  

（出典：企画評価課調査資料） 
 
＜点検・分析結果＞ 
 学士課程を担当する専任教員の配置状況は、大学設置基準に定められる必要教員数を上回って

いる。 
 また、文部科学省告示第 175号「大学設置基準別表第一イ備考第九号の規定に基づき薬学関係

の学部に係る専任教員について定める件」について、本学薬学部には薬剤師としての実務経験を

有する専任教員が５名おり、基準数である４名を上回って配置している。 
 大学院課程では、各専攻における研究指導教員について、大学院設置基準に必要な研究指導教

員が十分に確保されている。また、研究指導補助教員については、一部の専攻が基準を下回って

いるが、研究指導教員について基準を大きく上回り確保していること、及び複数教員による指導

体制を整備することにより対応している。 
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 専門職学位課程の専任教員については、専門職大学院設置基準に定める必要教員数を満たして

いる。実務家教員とみなし専任教員（富山県教育センター教員）を配置し、富山大学（理論研究）

と富山県教育センター（実践研究）の２つを実質的なキャンパスとする教育体制を構築すること

によって、理論と実践の往還を可能としている。 
 以上のことから、学士課程及び大学院課程における設置基準に定められる専任教員数を満たし

ており、教育活動を展開するために必要な教員を配置していると判断する。 
 

優れた点 ○なし 

改善を 
要する点 

○なし 

 
 



 
 項目１ 教育  

5 
 

観 点 
１－２ 

教員組織の活動を活性化するための措置 

判断基準（記載必須事項）  
●常勤教員の 年齢構成のバランス や、若手教員（40 歳未満）、女性教員の採用状況等 により、

教員組織の活動を活性化するための適切な措置が講じられているかどうかを判断する 
 
＜観点に係る状況＞ 

学校基本調査における本学の教員全体の年齢構成は＜資料１－２－①＞に示すとおり、39 歳

未満の若手教員 18.44%であり、40歳代、50歳代がそれぞれ約 1/3となっている。 

本学における若手承継教員（40 歳未満）の採用数は、平成 26年度 32 人、平成 27 年度 37 人、

平成 28 年度 21 人＜資料１－２－②＞、また承継職員における若手教員比率は、平成 29 年５月

1 日現在 16.9％（137名／812 名）となっている。第３期中期計画に掲げている若手教員の雇用

に関する計画に基づき、若手教員比率 20％への推進の数値目標を達成するため、国立大学改革

推進補助金（国立大学若手人材支援事業）（平成 28年度７件採択、平成 29年度 11 件採択）を活

用するとともに、大学として、教員の採用については若手教員を積極的に採用する方針を定め、

若手教員の比率向上に努めている。 

次に、本学における女性教員の採用数は、平成 26 年度 13人、平成 27 年度 14人、平成 28年

度 12 人、女性教員比率は、平成 26年度 17.91％、平成 27 年度 17.82％、平成 28 年度 18.82％、

平成 29 年度 18.08％となっている＜資料１－２－③、１－２－④＞。第３期中期計画に掲げて

いる女性教員比率 25％の数値目標達成及び研究者の研究活動の中断・停滞を防ぐため、平成 27

年度に採択された文部科学省科学技術人材育成費補助金及び学長裁量経費を活用し、ライフイベ

ント中の女性研究者への研究サポーター制度、ライフイベントから復帰した女性研究者へのスタ

ートアップ支援、時間外・休日保育及び病児・病後児保育利用料金補助制度、及び夏季学童保育

など教育・研究環境整備を実施している。 
 
＜資料１－２－①：教員の年齢構成（平成 29 年 5月 1 日現在）＞ 
 ～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65 歳～ 合計 

教授 0 名 0 名 55 名 153名 96 名 3 名 307名 

准教授 0 名 34 名 127名 67 名 14 名 0 名 242名 

講師 1 名 15 名 38 名 21 名 2 名 0 名 77 名 

助教 9 名 83 名 88 名 10 名 2 名 0 名 192名 

助手 0 名 3 名 1 名 4 名 3 名 0 名 11 名 

特命教員 0 名 13 名 7 名 7 名 1 名 0 名 28 名 

合計 10 名 148名 316名 262名 118名 3 名 857名 

全教員数に 

占める割合 
1.17％ 17.27％ 36.87％ 30.57％ 13.77％ 0.35％ 100.00％ 

 （出典：人事企画課調査資料） 
 
 



 
 項目１ 教育  

6 
 

＜資料１－２－②：若手承継教員（40歳未満）の採用数（各年度毎）＞ 

  平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

承継教員の採用数 45 56 47 

うち若手教員数 
40歳未満 32 37 21 

採用比率 71.11% 66.07% 44.68% 

※助手を除く                      （出典：人事企画課調査資料） 

 
＜資料１－２－③：女性教員の採用数（各年度毎）＞  

  平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

全採用・転入数 人数 59 66 66 

うち女性教員数 
人数 13 14 12 

割合 22.03% 21.21% 18.18% 

※「国立大学における男女共同参画の推進状況に関する調査」（一般社団法人国立大学協会）に提出済み 
 

＜資料１－２－④：女性教員数（各年度５月１日現在）＞  

  平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

全教員数 人数 899 870 861 857 

うち女性教員数 
人数 161 155 162 155 

割合 17.91% 17.82% 18.82% 18.08% 

（出典：人事企画課調査資料） 

 

＜点検・分析結果＞ 
教員全体の年齢構成は、39歳未満の若手教員は 18.44%であり、40 歳代、50歳代がそれぞれ教

員全体の約 1/3 となっており、若手教員の比率を向上させることが必要である。 

 第３期中期計画では若手教員（40 歳未満）の比率を 20％とすることを掲げており、国立大学

改革推進補助金（国立大学若手人材支援事業）の活用や、大学として若手教員を積極的に採用す

る方針の策定により、若手教員の採用人数は年度によってばらつきがあるものの、若手教員比率

については、平成 29年度末の目標値である 16.0％を上回っている。 

また、女性教員については、第３期中期計画において女性教員比率を 25％とすることを掲げ

ており、平成 27 年度に採択された文部科学省科学技術人材育成費補助金及び学長裁量経費によ

り、ライフイベント中の女性研究者への研究サポーター制度や、ライフイベントから復帰した女

性研究者へのスタートアップ支援など教育・研究環境整備を実施している。女性教員の採用人数

については、若手教員と同様、年度によってばらつきがあるが、女性教員比率は緩やかな増加傾

向を示している。 

以上により、教員の年齢構成のバランスは改善されつつあり、若手教員比率及び女性教員比率

を向上させる取組を行っていることから、教員組織の活動を活性化するための措置を講じている

と判断する。 
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優れた点 

〇第３期中期目標計画に掲げた若手教員比率 20％への向上に向け、国立大学改革

推進補助金（国立大学若手人材育成支援事業）を活用する等、若手教員を積極的

に採用している。 
〇第３期中期目標計画に掲げた女性教員比率 25％達成及び女性研究者の研究活動

の中断・停滞を防ぐため、科学技術人材育成費補助金及び学長裁量経費を活用し、

女性研究者への支援制度の整備、教育・研究環境の整備が進んでいる。 

改善を 
要する点 

〇若手教員の比率については、現時点では各年度計画の目標数値を上回って推移し

ているが、第３期中期計画における目標 20％の達成に向けて、更なる若手教員

採用のための方策を講ずることが必要である。 
〇女性教員の比率の向上計画については、これまでのところ増加傾向にあるが、引

き続き目標比率の達成に向けた努力が必要である。 
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観 点 
１－３ 

学生の受入状況 

判断基準（記載必須事項）  
●志願倍率 について、前年度との比較等により、良好かどうか を判断する 

 
＜観点に係る状況＞ 
本学は、８学部（人文、人間発達科学、経済、理、医、薬、工、芸術文化）からなり、全学の

募集人員は 1,800 人である。平成 29 年度の全学の志願者数は、9,229 人で志願倍率は 5.1 倍で

あった。前年度は 8,854人の 4.9倍であり、志願倍率は 0.2ポイント上がった＜資料１－３－①

＞。 

学部別の志願倍率＜資料１－３－①、資料１－３－②＞を見ると、人文学部及び人間発達科学

部では、前期日程及び後期日程ともに志願者が減少し、人文学部全体として 1.1ポイント、人間

発達学部全体として 0.6ポイント下がった。経済学部では、前期日程は微増となったが後期日程

で 7.0ポイント減と大幅に志願者減となった。理学部では、前期日程及び後期日程共に志願者減

となる学科が多い中、地球科学科においては、前期日程で 2.4 ポイント増、後期日程で 9.5ポイ

ント増となった。医学部では、前期日程で微減となったが後期日程で 4.8ポイント増となり、学

部全体では 0.8 ポイント増となった。薬学部では、前期日程及び後期日程共に 1.3 ポイント増と

なった。工学部では、前期日程で 3.3ポイント増、後期日程で 2.2ポイント増となり、全体では

2.5ポイント増と大幅に志願者数増となった。芸術文化学部では、前期日程で微減、後期日程で

1.9ポイント増となり、全体で微増となった。 
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＜資料１－３－①：平成 29 年度学部入学試験実施状況総括表＞ 

学 部 学 科（ コース ） 
募集 
人員 

志願者 

平成 29年度 平成 28年度 
増減 

人数 倍率 人数 倍率 

人文学部  人文学科 185 676 3.7 885 4.8 ▲ 209 

人間発達
科 学 部 

 発達教育学科 80 439 5.5 401 5.0 38 
 人間環境システム学科 90 340 3.8 483 5.4 ▲ 143 

計 170 779 4.6 884 5.2 ▲ 105 

経済学部 

   経済学科 135 388 2.9 622 4.6 ▲ 234 
昼間主  経営学科 115 459 4.0 421 3.7 38 
コース  経営法学科 95 291 3.1 473 5.0 ▲ 182 
   小 計 345 1,138 3.3 1,516 4.4 ▲ 378 
   経済学科 20 86 4.3 140 7.0 ▲ 54 
夜間主  経営学科 20 92 4.6 157 7.9 ▲ 65 
コース  経営法学科 20 103 5.2 102 5.1 1 
   小 計 60 281 4.7 399 6.7 ▲ 118 

計 405 1,419 3.5 1,915 4.7 ▲ 496 

理 学 部 

 数学科 50 417 8.3 393 7.9 24 
 物理学科 40 339 8.5 393 9.8 ▲ 54 
 化学科 35 140 4.0 182 5.2 ▲ 42 
 生物学科 35 276 7.9 368 10.5 ▲ 92 
 地球科学科 40 359 9.0 209 5.2 150 
 生物圏環境科学科 30 75 2.5 134 4.5 ▲ 59 

計 230 1,606 7.0 1,679 7.3 ▲ 73 

医 学 部 

 医学科（６年制） 105 948 9.0 821 7.8 127 
 看護学科 80 285 3.6 275 3.4 10 

計 185 1,233 6.7 1,096 5.9 137 

薬 学 部 

 薬学科（６年制） 55 479 8.7 424 7.7 55 
 創薬科学科 50 196 3.9 156 3.1 40 

計 105 675 6.4 580 5.5 95 

工 学 部 

 電気電子システム工学科 88 498 5.7 198 2.3 300 
 知能情報工学科 72 518 7.2 231 3.2 287 
 機械知能システム工学科 90 453 5.0 293 3.3 160 
 生命工学科 52 319 6.1 209 4.0 110 
 環境応用化学科 52 190 3.7 164 3.2 26 
 材料機能工学科 51 281 5.5 168 3.3 113 

計 405 2,259 5.6 1,263 3.1 996 

芸術文化
学  部 

芸術文
化学科 

 造形芸術コース 15 91 6.1 57 3.8 34 

 デザイン工芸コース 30 122 4.1 132 4.4 ▲ 10 

 デザイン情報コース 30 141 4.7 107 3.6 34 

 建築デザインコース 20 150 7.5 178 8.9 ▲ 28 

 芸術文化キュレーションコース 20 78 3.9 78 3.9 0 

計 115 582 5.1 552 4.8 30 

合       計 1,800 9,229 5.1 8,854 4.9 375 

※上記の数には、一般入試（前期日程・後期日程）、ＡＯ入試、推薦入試、専門学科・総合学科卒業者入試、帰国

生徒入試、社会人入試の数を含み、外国人留学生の数は含まない。 

（出典：入試課調査資料） 
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（出典：入試課調査資料） 

 

＜資料１－３－②：平成 29 年度学部一般入試（前期・後期日程）志願状況 



 
 項目１ 教育  

11 
 

＜点検・分析結果＞ 
各学部において、入試改革に取り組んでおり、特に志願倍率の向上を目的とした改革を行った

学部等においては、着実に成果を上げている。 

工学部では全体で 3.1 倍から 5.6倍と大幅に倍率を上げている。これは、前期日程において５

学科で配点の異なる２つの募集区分を設定し、個別学力検査重視の募集区分において、志願者を

大幅に集めたことが主な要因である。 

理学部では、志願者減となった学科が多い中、地球科学科のみが前期日程及び後期日程共に増

となっており、特に後期日程においては、志願倍率が前年度比で 9.5 ポイント増となっている。

これは、平成 28 年度入試から後期日程において、大学入試センター試験のみで実施していた選

抜方法を改め、個別学力検査を併せて課すこととし、これにより志願者増となった。この入試変

更の効果が、平成 29年度入試も継続していると考えられる。 

経済学部では、後期日程において志願倍率が 7.0 ポイント減となり、大幅に減少した。これは、

平成 29 年度入試から入試科目を変更（外国語〔英語〕から小論文〔英語を含む〕への変更）し

たことが原因ではないかと推測する。 

全体の志願倍率は、前年度比で 0.2 ポイントの微増に留まったが、平成 25年度からの志願者

数の推移と併せて分析すると、年度によって隔年現象で志願者数が減少する年があるが、全体と

しては増加傾向＜資料１－３－③＞にあり、これまでの各学部の入試改革の成果が表れていると

言える。 

以上のことから、本観点を満たしていると判断する。 
 
 

 
 
 

＜資料１－３－③：平成 29 年度一般入試志願状況＞ 
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（出典：入試課調査資料） 

 

優れた点 
○工学部では、前期日程において５学科で配点の異なる２つの募集区分を設定し、

個別学力検査重視の募集区分において、志願者を大幅に集めた。 

改善を 
要する点 

○２年連続で志願者が減少している人文学部前期日程においては、今後、志願者数

増となる方策の検討が必要と考える。 
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観 点 
１－４ 

収容定員の充足状況 

判断基準（記載必須事項）  
●（下限）学部・研究科における 収容定員の充足率 について、90％未満かどうか により、収容

定員の 充足状況が適正かどうか を判断する 

●（上限）学部・研究科における 収容定員の超過率 について、110％以上かどうか により、収

容定員の 充足状況が適正かどうか を判断する 
 
＜観点に係る状況＞ 
（定員未充足の状況） 

定員未充足の状況については、国立大学法人評価委員会による法人評価（年度評価、４年目終

了時評価及び最終年度終了時評価）において、学士・修士・博士・専門職学位課程ごとに 90％

以上となっているかどうかを確認することとなっている。 

平成 29 年５月１日現在における学士課程全体の定員充足率は、＜資料１－４－①＞のとおり

106.3％となっており、基準とされる 90％を上回っている。なお、学部毎の定員充足率は、全学

部において 90％以上となっている。 

 大学院課程における課程別の定員充足率は、＜資料１－４－②＞のとおり、修士課程・博士前

期課程全体では 119.6％、博士課程・博士後期課程では 116.3％、専門職学位課程では 96.4％と、

学士課程と同様、基準とされる 90％を上回っている。なお、課程別／研究科・教育部別では、

生命融合科学教育部（博士課程）において 86.7％と、90％を下回る状況である。 

  

（定員超過の状況） 

 定員超過の状況については、国立大学法人評価委員会による法人評価（４年目終了時評価及び

最終年度終了時評価）において、中期目標別表に記載される学部・研究科・教育部別に 110％を

上回っていないかどうかを確認することとなっている。 

平成 29 年５月１日現在における定員超過率の状況は、＜資料１－４－③＞のとおり、理工学

教育部において 121.0％となっており、基準とされる 110％を上回っている。その他の学部・研

究科・教育部においては、110％を下回っている。 
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＜資料１－４－①：学士課程における定員未充足の状況＞ 

学士課程 収容定員 

（ａ） 

収容数 

（ｂ） 

定員充足率 

（ｂ）／（ａ）×100 

人文学部 754 808 107.2 

人間発達科学部 680 719 105.7 

経済学部 1,640 1,740 106.1 

理学部 928 1,006 108.4 

医学部 995 1,002 100.7 

薬学部 530 562 106.0 

工学部 1,660 1,789 107.8 

芸術文化学部 460 501 108.9 

学士課程 計 7,647 8,127 106.3 

（出典：企画評価課調査） 

 

＜資料１－４－②：大学院課程における定員未充足の状況＞ 

修士課程、博士前期課程 収容定員 

（ａ） 

収容数 

（ｂ） 

定員充足率 

（ｂ）／（ａ）×100 

人文科学研究科 16 18 112.5 

人間発達科学研究科 24 29 120.8 

経済学研究科 36 44 122.2 

芸術文化学研究科 16 20 125.0 

医学薬学教育部（修士・博士前期） 132 142 107.6 

理工学教育部（修士） 434 534 123.0 

修士課程、博士前期課程 計 658 787 119.6 

 

博士課程、博士後期課程 収容定員 

（ａ） 

収容数 

（ｂ） 

定員充足率 

（ｂ）／（ａ）×100 

生命融合科学教育部（博士） 60 52 86.7 

医学薬学教育部（博士、博士後期課程） 149 172 115.4 

理工学教育部（博士） 48 75 156.3 

博士課程、博士後期課程 計 257 299 116.3 

 

専門職学位課程 収容定員 

（ａ） 

収容数 

（ｂ） 

定員充足率 

（ｂ）／（ａ）×100 

教職実践開発研究科 28 27 96.4 

専門職学位課程 計 28 27 96.4 

（出典：企画評価課調査） 

 

※上記、定員未充足を示す資料１－４－①、資料１－４－②は、毎年度、国立大学法人評価委員会に提出

する所定の様式を基に作成した 
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＜資料１－４－③：学部、研究科、教育部における定員超過の状況＞ 

学部・研究科等名 

収
容
定
員
（
Ａ
） 

収
容
数
（
Ｂ
） 

左記の収容数のうち 超過率算定

の対象とな

る在学者数 

（Ｌ） 

 

【（Ｂ）-（Ｄ,

Ｅ,Ｆ,Ｇ,Ｉ,

Ｋの合計）】 

 

定員超過率 

 

（Ｌ）／（Ａ）

×100 

 

         

 

外
国
人
留
学
生
数
（
Ｃ
） 

左記の外国人留学生のうち 

 

休
学
者
数
（
Ｇ
） 

 

留
年
者
数
（
Ｈ
） 

左記の留年

者数のうち、

修業年限を

超える在籍

期間が２年

以内の者の

数（Ｉ） 

 

長
期
履
修
学
生
数
（
Ｊ
） 

長期履修

学生に係

る控除数 

（Ｋ） 

国費 

留学 

生数 

（Ｄ） 

外国 

政府 

派遣 

留学 

生数 

（Ｅ） 

大学間

交流協

定に基

づく留

学生等

数（Ｆ） 

人文学部 754 808 9 0 0 0 10 37 33 0 0 765 101.5 ％ 

人間発達科学部 680 719 3 0 1 0 4 15 10 0 0 704 103.5 ％ 

経済学部 1,640 1,740 7 0 4 0 33 49 41 0 0 1,662 101.3 ％ 

理学部 928 1,006 6 0 0 0 20 39 34 0 0 952 102.6 ％ 

医学部 995 1,002 0 0 0 0 18 21 17 0 0 967 97.2 ％ 

薬学部 530 562 0 0 0 0 10 23 16 0 0 536 101.1 ％ 

工学部 1,660 1,789 37 0 22 0 22 80 62 0 0 1,683 101.4 ％ 

芸術文化学部 460 501 5 1 0 0 13 19 17 0 0 470 102.2 ％ 

人文科学研究科 16 18 7 0 0 0 3 1 0 2 1 14 87.5 ％ 

人間発達科学研究科 24 29 1 0 0 0 2 5 5 4 2 20 83.3 ％ 

経済学研究科 36 44 25 1 0 6 1 4 4 7 4 28 77.8 ％ 

芸術文化学研究科 16 20 2 0 0 0 0 3 3 0 0 17 106.3 ％ 

生命融合科学教育部 60 52 21 6 0 0 2 5 1 9 5 38 63.3 ％ 

医学薬学教育部 281 323 56 5 0 9 14 28 23 20 12 260 92.5 ％ 

理工学教育部 482 609 67 4 0 0 14 12 7 2 1 583 121.0 ％ 

教職実践開発研究科 28 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 92.9 ％ 

（出典：企画評価課資料） 

※上記、定員超過率を示す資料１－４－③は、４年目終了時評価及び最終年度終了時評価の際に、国立大学法人評価委員会に提出する所定の様式を基に作成した 
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＜点検・分析結果＞ 
 定員未充足の状況については、学士課程全体及び大学院課程全体では、法人評価において基準

とされている 90％を上回っている状況である。しかしながら、学部・研究科・教育部別の状況

を見ると、生命融合科学教育部（博士課程）において 86.7 と、90％を下回る状況であるため、

今後、定員充足に向け方策の検討が必要である。 

 定員超過率については、理工学教育部において 121.0％となっており、法人評価において基準

とされている 110％を上回っている状況である。４年目終了時における法人評価、及び第３期中

期目標期間終了時評価においては、110％の目安を上回っている学部・研究科・教育部がある場

合、平成 28 年度からの推移及び定員超過が生じた理由等を確認の上、指摘されることとなって

いる。特に、期間中（平成 28 年度から平成 33 年度）一貫して定員超過率が 110％を上回ってお

り、定員超過の解消に向けた取組が不十分であると認められる場合、評価結果において“課題事

項”として指摘されるため、定員超過の解消を図ることが必要である。 
 

優れた点 ○なし 

改善を 
要する点 

○定員未充足の状況では、生命融合科学教育部（博士課程）において 86.7％と、

基準である 90％を下回る状況であるため、今後、定員充足に向け方策の検討が

必要である。 

○定員超過の状況では、理工学教育部において 121.0％と、基準である 110％を上

回る状況であるため、今後、定員超過の解消に向け方策の検討が必要である。 
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観 点 
１－５ 

学生支援の状況 

判断基準（記載必須事項）  
●学修支援 について、各種アンケート調査の結果や、学修相談・助言・支援体制、オフィスア

ワーの設定・周知等の状況から、支援が適切に行われているかどうか を判断する（留学生、

障害学生への支援含む）。 

●生活支援 について、各種アンケート調査の結果や、生活相談・助言体制の整備・実施状況か

ら、支援が適切に行われているかどうか を判断する。 

●経済面の支援 について、奨学金制度等の整備状況・利用実績、授業料免除、学生寮の利用状

況等から、支援が適切に行われているかどうか を判断する 

 
＜観点に係る状況＞ 
（学修支援） 
学修支援に関する学生のニーズは、各学部の教務委員会等が実施する各種アンケートや助言・

指導を行う教員を通して把握しているほか、平成 27 年度には学生生活アンケート調査により、

大学の教育活動全般に関わる学生の満足度調査を行った。その結果、学修相談、助言、支援に関

する、「学生相談窓口での支援」、「学生生活支援・学生サービスの評価」、「学生への支援（語学

教育支援、資格取得支援、学生生活支援、就職支援等）全体の評価」については、「非常に満足」、

「ほぼ満足」が約８割と肯定的な評価であった＜資料１－５－①＞。 

また、学修支援について、個々の授業科目にはオフィスアワー（自由質問時間）を設けシラバ

スに記載するとともに、全学部において教員による面談等により、修学や生活全般についての指

導・助言を実施している＜資料１－５－②＞。 

学生支援センターアクセシビリティ・コミュニケーション支援室（トータルコミュニケーショ

ン支援部門、身体障害学生支援部門）では、発達障害学生と身体障害学生をトータルに支援でき

る組織として、専任のスタッフが個々の学生の「困りごと」や「問題」に向き合い、その解決・

解消に支援を行っている。また、卒業者・退学者 14 人に対しても、フォローアップの支援を実

施している。 

また、教職員や学生が障害学生の支援を行う際に必要となる知識やルールを「富山大学におけ

る障害学生支援の手引書【身体障害学生版】」としてまとめ、学内版ウェブサイトに掲載してお

り、障害学生が所属している学部等においては、入学前から、障害児教育等の専門的知識を持っ

た教員や職員がチームで支援する体制を構築するなどの取組みを行っている＜資料１－５－③

＞。 
留学生は平成 29年５月末現在で 313名（正規生 260名、非正規生 53名）が在籍している。 

留学生に対しては、時間や場所を選ばずに日本語学修ができるよう、国際交流センターのウェ

ブサイトに「日本語学習支援サイト RAICHO」＜URL 資料１－５－④＞を開設し、日本語自己学修

の支援を行っている。また、国際交流センターでは、留学生に対し日本語・日本事業講座及び日

本語プログラムを開講するとともに、各種の支援プログラムを実施し、留学初期の段階での修学

および生活上の不安を取り除き、日本での生活および学習にスムーズに移行出来るようにしてい

る＜URL資料１－５－⑤、別添資料１－５－Ａ＞。また、日本人学生による留学生チューターを

全学的に配置し、日本語面の学習支援や生活全般の支援を行っているほか、一部の研究科では、

日本語論文作成能力の向上を図るため、アカデミック・ライティングの指導を実施している＜資
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料１－５－⑥＞。 

留学生に対しては、「外国人留学生ガイドブック Guide book for International Students」

＜URL 資料１－５－⑦＞を作成･配布し、留学生活のための情報を提供するとともに、オリエン

テーションを実施している。 

平成 27 年度には学生生活アンケートとして、施設・カリキュラム・授業の形式・住居・経済

状況・生活状況・学生相談・進路・学生サービス・グローバル化社会への対応と幅広い分野で実

施しており、留学生の回答を抽出した分析内容は今後の学習支援への課題としている＜資料１－

５－⑧＞。一方で、就職・キャリア支援センターと連携して、留学生に特化したインターンシッ

プや県内企業経営者との交流会を実施するなど、新たに留学生の県内企業への就職支援に取り組

み始めている。富山県では、平成 27 年度から、アセアン地域からの留学生の受入れ拡大と、富

山県内での定着促進を図ることを目的とした「富山県アセアン留学生受入モデル事業（①富山県

への留学費用を支援（県と企業が 1/2 ずつ費用負担）し、②富山県内の大学が留学生を受入れ、

③当該留学生が修了後、費用を負担した企業への就職を促す）」を富山大学と協力・連携して実

施している。留学生の修学から就業までを一体的に支援するモデル事業として、本学でも、県と

企業が選定した留学生 5名のうち、平成 28 年度は第 1 期生 4名を受け入れ、平成 29 年度は第 2

期生の 10月渡航・入学に向けてマッチングを行っている。 
 
＜資料１－５－①：平成 27 年度学生生活アンケート調査について＞ 

問 43 各キャンパスにおける学生相談窓口での支援   問 44 本学全体での学生生活支援・学生サービスの評価 

 

問 49 教育，学生生活支援として，語学教育支援（TOEIC，TOEFL），資格取得支援，学生生活支援（相談

室の整備，課外活動支援，生活支援），就職支援（相談室の整備，インターンシップ，海外研修）の充実を

図っていますが，学生への支援の全体を通して，評価をしてください。 

 

（出典：平成 27年度学生生活アンケート報告書） 
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＜資料１－５－②：助言教員制度等の活用状況＞ 

 助言や指導を行う教員体制の整備状況 
教員１人当た

りの指導・助言

学生数 

人文学部 

１年次では、各教員が平均４人の学生の指導教員となり、前・後学期開始時に学生と面

談し、修学上の相談に応じている。問題を発見した場合には、指導教員と当該学生が受

講している基礎ゼミナールの担当教員が協力して対応に当たっている。２～４年次につ

いては、所属コースの教員が定期的に個々の学生の状況を確認している。いずれも、問

題の早期発見に努め、適宜、家族等とも相談している。 

４人 

人間発達

科 学 部 
研究室配属前の１、２年次には助言教員、３年次以降は指導教員を設置している。 11人 

経済学部 

入学者全員に指導教員を配置し、１年次に選択科目ではあるが「入門ゼミナール」を必

ず履修するように指導している。なお、１年次から２年次前学期までは入門ゼミナール

の指導教員が指導、２年次後学期は「基礎ゼミナール」の指導教員が指導、３年次から

４年次までは「専門ゼミナール」の指導教員が週２回開講するゼミで指導している。そ

のほかに定期的（年１回）に学生の単位修得状況等を把握するなど、教務事務室や学生

なんでも相談室等とも連携し、問題の早期発見、問題解決に努めている。 

15人 

理 学 部 
毎学期開始時に助言教員との面談期間を設けており、学生と教員との心理的距離を縮

め、きめ細かな指導ができる体制を整備している。 
12人 

医 学 部 

各学年に担任（助言教員）を配置し、ガイダンスやクラスアワーを年数回実施している。 

欠席が多い学生や単位履修が順調ではない学生に対し、教務委員会、学生委員会、医療

人教育室運営会議等で多角的に情報を収集し、助言教員による面接指導、保健管理セン

ターの紹介を行うなど学生のサポート強化を図っている。なお、医学科では、面談の状

況等についてヘルンシステム（学務情報システム）の学生カルテを利用し、関係教職員

で情報共有を図っている。 

医 学 科 

35～60人 

看護学科 

30～45人 

薬 学 部 

１、２、３年次はクラス担任を配置し、必要に応じて助言・指導を行い大学生活全般に

わたってサポートをしている。また、３年次に研究室配属してからは、各研究室の教員

が同様のサポートを行っている。 

クラス担任 

約 60人 

研究室配属後 

0.3～6.5人 

工 学 部 

一人一人の学生に助言教員（研究室配属した学生には指導教員）を配置しており、定期

的に面談等を行うこととしている。各学科において定めた必修科目等で毎回の出欠確認

を行い、欠席した場合は当該学科内で情報を共有し、他の授業科目への出席状況を把握

する。これを受けて、欠席が続く学生に対しては助言教員（指導教員）等からの連絡（掲

示、メール、電話）、必要に応じて面談を実施するなど学生の状況把握に努めている。 

18人 

芸術文化

学  部 

教員（メンター教員）一人が入学から３年次までの３年間（学生の状況によっては４年

次までの４年間）、履修相談や進路相談など大学生活全般にわたって助言指導している

（４年次対象科目である「卒業研究・制作」を履修する学生は、主に当該科目における

各自の指導教員による助言を受けることとしている。）。 

８人 

（出典：企画評価課調査） 
 
＜資料１－５－③：障害のある学生に対する学修支援の状況（平成 28年度）＞ 

学部名 支援状況 

人文学部・ 

人文科学研究科 
歩行に障害があり健常者に比べ数倍の移動時間を要する学生がおり、授業開始時間に間に合わない場

合がある旨を関係教員に連絡するなど配慮をしている。 

人間発達科学部・ 

人間発達科学 

研究科 

入学前から、助言教員や指導教員だけでなく、障害児教育等の専門的知識を持った教員や職員がチー

ムで支援する体制を作っている。また、障害に応じて，学生アシスタントを配置し、ノートテイクを

援助したり、授業を録画，録音して聞き直せるようにしたりするなど、一般学生と一緒に学べるよう

に配慮している。 

経済学部・ 

経済学研究科 

学部学生生活委員会において、入学予定者に関する対応を協議している。入学後に学生から要望等が

あった際には、その都度同委員会で対応を協議することとしている。なお、平成 27年度においては、

それまでの対応を「実施報告書」として取りまとめ、同委員会に報告して情報の共有を図った。 

正面玄関及び大教室への入口までの階段の手すり設置や入構許可書の発行等を行っている。 

理学部 

入学前から、学科長や助言教員とアクセシビリティ・コミュニケーション支援室が協力して支援する

体制を作っている。 

難聴の学生には、ノートテイク等により一般学生と一緒に学べるように配慮している。なお、この学

生が教職を希望していることから、介護等体験に必要な福祉施設との連絡の配慮、教職科目の事前相

談等に応じている。 

また、発達障害（自閉症スペクトラム）の学生には、一部の科目で試験時間延長や解答用紙に罫線を
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使うなどの特別な配慮を実施している。 

医学部 

車椅子に対応した可動式の机を準備したほか、臨床実習の実施について配慮している。また、アクセ

シビリティ・コミュニケーション支援室、保健管理センター等と連携して、発達障害のある学生に対

する学修環境の改善に努め、支援を行っている。 

薬学部 
障害学生が必要としているサポートは、アクセシビリティ・コミュニケーション支援室、保健管理セ

ンター等と連携し、学修環境の改善に努め、支援を行うこととしている。 

工学部 

助言教員や指導教員だけでなく、学科長をはじめとする関係教員や学部職員、学生支援センターの専

門的知識を持ったコーディネーターが連携し、情報を共有しながら支援する体制を作っている。 

具体的には、身体障害や発達障害のある学生の実験・実習における TAの配置増員、発達障害学生のア

クティブラーニングにおけるグループ構成の配慮（ペアから３人グループに変更）等を行っている。 

芸術文化学部・ 

芸術文化学 

研究科 

本学部では支援を要する障害学生が入学した事例はないが、今後の対応に備え、障害者差別解消法と

合理的配慮に関する FD研修会を開催し、理解を深めている。 

生命融合科学 

教育部 

障害学生支援タスクチームを組織し、障害学生が必要としているサポートについて検討を行っている。

これにより、障害者特別入試を経て入学した学生には、視覚障害者用支援機器の購入・貸与、点字ブ

ロックの設置（増設）、修学支援経費の支給、チューターの配置、学内移動補助、実験補助、パソコン

ノートテイク等のサポートを行っている。 

教職実践開発 

研究科 

本研究科では支援を要する障害学生が入学した事例はないが、今後の対応に備え、障害者差別解消法

と合理的配慮に関する FD研修会を開催し、理解を深めている。 

（出典：企画評価課調査） 
URL資料１－５－④：日本語学習支援サイト RAICHO 

（出典：http://raicho.ier.u-toyama.ac.jp/） 

 

URL資料１－５－⑤：留学生支援 Web資料 

・国際交流センター スタッフ紹介（出典：http://www.ier.u-toyama.ac.jp/aboutus/staff.html） 

・留学受入支援（出典：http://www.ier.u-toyama.ac.jp/acceptance/index.html） 

・総合日本語コース シラバス 

（出典：日本語 http://www.ier.u-toyama.ac.jp/japanese-prg/generaljapanese.html） 

（出典：英 語 http://www.ier.u-toyama.ac.jp/english/japanese-prg/generaljapanese.html） 

・日本語課外補講 シラバス 

（出典：日本語 http://www.ier.u-toyama.ac.jp/acceptance/index.html） 

（出典：英 語 http://www.ier.u-toyama.ac.jp/english/japanese-prg/extracurricular.html 

 
＜資料１－５－⑥：留学生チューター経費配分状況＞ 

年度 積算留学生総数（人） 配分額（千円） 

平成 22年度 123 5,760 

平成 23年度 133 6,954 

平成 24年度 147 7,230 

平成 25年度 123 5,700 

平成 26年度 147 6,180 

平成 27年度 148 6,060 

平成 28年度 135 5,760 

（出典：留学支援課資料） 
 
URL資料１－５－⑦：外国人留学生ガイドブック Guide book for International Students 
（出典：https://www.u-toyama.ac.jp/campuslife/international-student/pdf/english-guidebook2016.pdf） 

http://raicho.ier.u-toyama.ac.jp/
http://www.ier.u-toyama.ac.jp/aboutus/staff.html
http://www.ier.u-toyama.ac.jp/acceptance/index.html
http://www.ier.u-toyama.ac.jp/japanese-prg/generaljapanese.html
http://www.ier.u-toyama.ac.jp/english/japanese-prg/generaljapanese.html
http://www.ier.u-toyama.ac.jp/acceptance/index.html
http://www.ier.u-toyama.ac.jp/english/japanese-prg/extracurricular.html
https://www.u-toyama.ac.jp/campuslife/international-student/pdf/english-guidebook2016.pdf
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＜資料１－５－⑧：学生生活アンケート（抜粋）＞ 

問 2 自キャンパスの図書館 

 
コメント欄 

・開館時間が遅く、土日祝日の閉館時間が

早い。 

・新しい本が少ない。日本語の CDや本、英

語のレッスン本が十分ではない。 

問 24自分では解決できない悩み事がありますか。あればそれはど

のような内容ですか。 

（複数回答可） 

 

問 7 ガイダンスや履修案内などカリ

キュラムや学修に関する説明 
 

 
コメント欄 

・ガイダンスが日本語での説明なので理解

するのが難しい。 

・単位や必須科目に関する英語での情報が

十分でない。 

問 34【就職活動を経験した方のみ回答する】就職活動で特に役立

ったことは何ですか。 

（上位 3つまで選択）    

  

 

（出典：学生支援課・留学支援課調査資料） 
 
＜別添＞ 
別添資料１－５－Ａ：日本語プログラムの内容及び受講者数 

 
（生活支援） 
全学的な相談窓口として、教育・学生支援機構学生支援センターに「学生相談室（学生なんで

も相談窓口）」及び「アクセシビリティ・コミュニケーション支援室」を設置し、保健管理セン

ター等と連携しながら対応している＜別添資料１－５－Ｂ＞。保健管理センターは各キャンパス

にあり、常勤の医師、臨床心理士（カウンセラー）、看護師が常駐し、定期健康診断、健康相談、

応急処置、心理相談、健康の保持増進に関する指導援助等を行っている。 

平成 25 年度には自殺防止対策室の業務を学生相談室に機能を移行し、新たに学部との情報の

共有化に重点を置き、各学部から委員を選出することにより学生の自殺防止対策をより推進する

ために「自殺防止対策協議会」を設置した＜別添資料１－５－Ｃ＞。 
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学生相談室（学生なんでも相談窓口）では、兼任教員４人、コーディネーター５人が学生の相

談対応を通じて、入学時から卒業・修了時まで安心して学生生活を送るための支援を行っている。 

相談件数は、年間延べ 7,000 件を超え（１回の相談で複数の相談に対応する場合は別件として

計上）、学生生活上の相談から、各種手続き方法、修学相談や悩み相談などをメールや電話で受

け付けており、危機の度合いの高い事案にあっては、出張相談や自宅訪問、学内外専門機関への

同行などアウトリーチ実践も行っている。また、学生本人からの相談を受けるとともに、家族や

教職員からの学生に関する相談も受けることで、総合的なサポートも行っている＜別添資料１－

５－Ｄ＞。 

アクセシビリティ・コミュニケーション支援室では、専任教員１人、兼任教員４人及びコーデ

ィネーター３人が様々な障害や支援が必要な学生への支援、及び全学生を対象としたコミュニケ

ーション支援を行っている。年間延べ 4,500 件を超える相談・支援件数があり、発達障害のある

学生への修学・生活支援、聴覚障害（高度難聴）のある学生への授業等の情報保障としてのノー

トテイク、肢体不自由学生の移動介助、冬季時節の移動通路確保のためのピアサポートなどを実

施している。また、学生ピアサポーターの養成にも力を入れており、毎年新学期に募集し、平成

26 年度 75 人、27 年度 79 人、28 年度 76 人が登録し、専門的な指導を行っている＜別添資料１

－５－Ｅ、別添資料１－５－Ｆ＞。 

平成 24 年度から、発達障害学生への就労支援に関する取組みとして、就労移行支援事業所で

の就労体験プログラム「チャレンジワーク」を実施しており、発達障害学生に対する就労体験の

在り方について、高機能発達障害者に特化した職業訓練を展開している就労移行支援事業所と共

同研究を行っている。同じく平成 24 年度から、将来的に大学への進学を希望している発達障害

の生徒に対する大学体験プログラム「チャレンジカレッジ」を実施している。大学での生活や、

大学では何を学ぶのか等について、本学学生や県内の大学の支援者から話を聞くことによって、

大学生活のイメージを確かなものにすると同時に、自分に合った進路選択ができるようになるこ

とを目的とし、平成 28年度も６人の参加者があった。 

独立行政法人日本学生支援機構（以下、「日本学生支援機構」と記述する）の障害学生修学支

援ネットワーク事業の拠点校（全国９大学中、国立大学５校）として、本学と日本学生支援機構

の主催による「全国障害学生支援セミナー 専門テーマ別セミナー」を開催するなど、障害のあ

る学生への支援策や取組事例の紹介を全国に向けて発信し、積極的な取組みを行っている＜資料

１－５－⑨＞。 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の公布（平成 28 年４月１日施行）に伴

い、本学でもアクセシビリティ・コミュニケーション支援室が中心となり、「国立大学法人富山

大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」及び「国立大学法人富山大学障

害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領における留意事項」を作成し、具体的な

支援の在り方を明記した。併せて「障害学生支援全学 FD 研修会」や各学部での説明会を実施し、

教職員への理解の促進及び障害者支援の充実を図った。また、五福、杉谷及び高岡キャンパス構

内のバリアフリー状況をまとめたアクセシビリティマップを作成し、バリアフリー情報はもちろ

ん、障害の有無にかかわらず本学を利用する方に向けて、アクセシビリティの状況を提供してい

る。 

各部局において助言教員制度を設け、学生一人一人にきめ細かな指導・対応ができるように配

慮している。各種ハラスメントに対しては、ハラスメント防止委員会を設置して、ハラスメント

に係る対応を一元的に担う体制を整備し、各部局等に教職員を相談員として配置している＜URL

資料１－５－⑩＞。 
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＜資料１－５－⑨：障害学生支援セミナー開催状況＞ 
開催日 テ ー マ 場  所 参加人数 

H25.12. 2 発達障害学生への合理的配慮をどう提供するか 富山大学黒田講堂  82人 

H26. 2. 7 
発達障害学生の特性を生かした社会参入 

～修学支援から就職支援へのリンケージ～ 
品川フロントビル 156人 

H26.12. 4 
発達障害大学生に対する社会参入支援 

 ～学生のセルフ・アウェアネスを育てる「支援の見える化」～ 
富山国際会議場  92人 

H28. 2. 9 
発達障害のある大学生に対する合理的配慮について 

 ～学生の「意志決定」にかかわる建設的対話の在り方～ 
大阪天満研修センター 189人 

H28. 9.26 
発達障害学生支援における学内支援体制の構築 

 ～支援チームの形成と連携の在り方～ 
日本科学未来館 191人 

 （出典：学生支援課資料） 

 
URL資料１－５－⑩：国立大学法人富山大学ハラスメントの防止等に関する規則 

（出典：http://www3.u-toyama.ac.jp/soumu/kisoku/pdf/0106103.pdf） 

 
＜別添＞ 

別添資料１－５－Ｂ：教育・学生支援機構学生支援センター組織図 
別添資料１－５－Ｃ：富山大学自殺防止対策協議会設置要項 
別添資料１－５－Ｄ：｢学生なんでも相談窓口｣相談記録件数 
別添資料１－５－Ｅ：｢アクセシビリティ・コミュニケーション支援室｣支援のべ件数 
別添資料１－５－Ｆ：アクセシビリティ・コミュニケーション支援室パンフレット 

 
（経済支援） 
日本学生支援機構の奨学金は、学部学生は32.1％、大学院生は25.7％が貸与を受けている＜資

料１－５－⑪＞。その他の公共団体奨学金、民間奨学金等各種団体育英会については、28機関か

ら55人（平成28年11月１日現在：大学が把握している受給者数）の学生が奨学金の支援を受けて

いる。さらに、突然の災害・家計の急変の場合には、随時奨学金が受けられるよう掲示等で周知

している。  

入学料・授業料免除に関しては、「富山大学授業料等免除及び徴収猶予に関する内規」を定め、

入学料免除に関しては、平成28年度は、学部・大学院を合わせて37人（申請者の約29％）が全額

又は半額免除措置を受けている。授業料免除については、平成28年度は、学部・大学院を合わせ

て前期分1,115人、後期分1,163人（全・半額免除合わせて申請者の約90％）が全額又は半額免除

措置を受けている。また、熊本地震や鳥取県中部地震など自然災害で罹災し、経済的に困窮した

学生に対する特別措置を、通常の枠外として授業料免除等を実施した。さらに、熊本地震により

被災した本学志願者に対しては、平成28年度に実施する入学者選抜試験の検定料免除の特別措置

も行っている。 

本学の学生に良好な生活と勉学の場を提供することにより、充実した学生生活に資することを

目的に、平成21年度から平成26年度にかけて学生寮の新築・改修を行い、従来の２人１部屋から、

一部を除き個室としている。学生寮では外国人留学生を15人まで（各棟３人、入寮定員の約５％）

受入れることとし、外国人留学生の経済支援に併せ、学生間の国際交流にも資することとしてい

る＜資料１－５－⑫＞。これらの制度はキャンパスガイド、ウェブサイトに掲載するとともに掲

示及び各種説明会等で広く学生に周知している。 

 

http://www3.u-toyama.ac.jp/soumu/kisoku/pdf/0106103.pdf
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＜資料１－５－⑪：平成 28 年度日本学生支援機構による奨学金の貸与者（平成 28 年 11 月 1 日

現在）＞ 

 学生数（人） 奨学金貸与者（人） 割合（％） 

学部学生 8,109 2,599 32.1％ 

大学院生 1,072 276 25.7％ 

合  計 9,181 2,875 31.3％ 

（出典：学生支援課調査資料）   

 
＜資料１－５－⑫：学生寮の料金体系及び入居率（平成 28 年 11月 1 日現在）＞ 

棟 室数 寮費（月額） 共益費（月額） 月額合計 入居者数 入居率 

男子Ａ棟 95室 

13,000円 2,000円 15,000円 

93  97.9％ 

男子Ｂ棟 51室 49  96.1％ 

男子Ｃ棟 59室 51  86.4％ 

女子Ｄ棟 67室 61  91.0％ 

女子Ｅ棟 
30室 18,000円 2,000円 20,000円 29  96.7％ 

 6室 23,000円 2,000円 25,000円  6 100.0％ 

（出典：学生支援課調査資料）   

 
＜点検・分析結果＞ 
（学修支援） 
学修支援については、学生生活アンケート等の各種調査や助言教員等を通して、学生のニーズ

を把握し、改善を図っている。個々の授業科目にはオフィスアワー（自由質問時間）を設けシラ

バスに記載するとともに、全学部において助言教員制度を活用し、学部のニーズや事情に応じた

学修相談、助言等を行っている。 
また、障害のある学生に対しても、障害者をトータルに支援できるアクセシビリティ・コミュ

ニケーション支援室を設置し、学部等との連携により障害の内容に応じた学修支援が行われてい

る。 
留学生には、各学生の日本語レベルに合わせた日本語を学ぶ授業を実施しているほか、チュー

ター制度により学習及び生活の支援を行っている。 

 
（生活支援） 
学生からの相談を複数の窓口で受け付けるほか、メールや電話での質問・相談も受け付ける体

制を構築しており、特に障害のある学生に対しては、発達障害者の他に身体障害者の支援も含め

トータルに支援できる体制としており、全学的な学生相談・学生支援体制を整備している。また、

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」にも対応するとともに各キャンパスのアク

セシビリティマップも作成している。 
 
（経済支援） 
日本学生支援機構の奨学金では、学部・大学院生の 31.3％が奨学金の貸与を受けているほか、

随時奨学金の情報を掲示等で学生に周知している。入学料の減免は申請者の 30％弱、授業料の

減免は申請者の約 90％を認定しているほか、自然災害で罹災し、経済的に困窮した学生に対す
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る特別措置として、通常の枠外で授業料等の減免も実施している。 

学生寮は新築・改修し、平成 28 年 11 月１日現在で入居率が 93.8％と多くの希望者を受け入

れる中、外国人留学生の入居定員を従来の 10 人から 15 人に増員するなど、外国人留学生に対す

る経済的支援を実施している。 

 

以上のことから、学生支援が適切に行われていると判断する。 
 

優れた点 

○日本学生支援機構による「障害学生修学支援ネットワーク」拠点校（全国９大学

中、国立大学５校）として、障害学生支援の取り組みの普及や質の向上を目的と

したセミナーを日本学生支援機構と共同で開催している。 

○「学生なんでも相談窓口」、「アクセシビリティ・コミュニケーション支援室」及

び「保健管理センター」が全部局と連携し学生の相談に対応している。 

○いわゆる「障害者差別解消法」の平成 28 年４月１日からの施行を見据え、平成

27 年度に障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領及び留意事

項を作成し、支援体制の強化及び学内周知・啓発に努めた。 

○学生寮に外国人留学生の受入枠を設け、外国人留学生への経済支援も併せて学生

間の国際交流を図った。 

○富山県が平成 27 年度から実施している、アセアン地域からの留学生の受入れ拡

大と、富山県内での定着促進を図ることを目的とした「富山県アセアン留学生受

入モデル事業（①富山県への留学費用を支援（県と企業が 1/2 ずつ費用負担）し、

②富山県内の大学が留学生を受入れ、③当該留学生が修了後、費用を負担した企

業への就職を促す）」に富山大学が協力連携して取り組んでいる。留学生の修学

から就業までを一体的に支援するモデル事業として、本学でも、県と企業が選定

した留学生 5名のうち、平成 28 年度は第 1期生 4名を受け入れ、平成 29年度は

第 2期生の 10月渡航・入学に向けてマッチングを行っている。 

改善を 
要する点 

○なし 
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観 点 
１－６ 

卒業生・修了生の就職状況 

判断基準（記載必須事項）  
●卒業生・修了生の 就職率 について、前年度との比較等により、良好かどうか を判断する 

 
＜観点に係る状況＞ 
平成 28 年度学士課程卒業者の就職率は 98.1%で、過去５年間の就職率は向上し続けており、

平成 27 年度卒業者の就職率 97.5%より 0.6 ポイント向上した。また、全国の大学の就職率（平

成 28 年度大学等卒業者の就職状況調査【４月１日現在】文部科学省・厚生労働省調査：平成 29

年５月公表）のうち、全大学の就職率 97.6%及び国公立大学の就職率 97.3%を上回る数値であっ

た＜資料１－６－①＞。 

平成 28 年度大学院課程全体の修了者の就職率は 97.0%で、平成 27年度修了者の就職率 99.0%

を下回った＜資料１－６－②＞。このうち、平成 28 年度修士・博士前期課程修了者の就職率は

96.7%で、平成 27 年度修了者の就職率は 99.6%であった＜資料１－６－③＞。平成 28 年度博士・

博士後期課程修了者の就職率は 100%で、平成 27年度修了者の就職率は 94.1%であった＜資料１

－６－④＞。大学院修士課程においては、外国人留学生が多数を占める人文科学研究科及び経済

学研究科では、就職希望者に対する就職者の割合は過去５年間で平均すると、それぞれ 68.4%、

45.9%と低位である。これは、就職未定者のうち外国人留学生の割合が人文科学研究科 50.0%、

経済学研究科 91.3%と高く、就職希望はあるが修了時点で母国での就職を検討していることなど

から、就職未定となっている。その他の研究科・教育部では、同様に過去５年間でみると 90%以

上と高い水準である。 

学士課程卒業者のうち、就職先未定のまま卒業する者は 26 人で、過去５年間減少し続けてお

り、平成 24 年度 73人と比較すると約 1/3 となった。＜資料１－６－⑤＞ 

平成 27年度のインターンシップ参加者は 283人だったが、平成 28年度のインターンシップ参

加者は 437人と大幅に増加した＜資料１－６－⑥＞。このうち富山県内でのインターンシップ参

加者は，平成 27年度の 71%増の 336 人であった。 

学士課程卒業者の富山県内就職率は、平成 28 年度 40.6%と向上している。このうち、県内出

身者の県内就職率は 79.4%であったが、県外出身者の富山県内就職率は 19.4%であった＜資料１

－６－⑦＞。 
 
＜資料１－６－①：学士課程の就職率＞ 

学   部 
就職率（就職者／就職希望者） 

H24 H25 H26 H27 H28 

学士課程平均 94.0 % 94.5 % 96.8 % 97.5 % 98.1 % 

人文学部 92.1 % 92.6 % 95.3 % 94.4 % 98.8 % 

人間発達科学部 98.6 % 98.5 % 100.0 % 98.0 % 100.0 % 

経済学部 92.3 % 92.1 % 95.3 % 97.0 % 96.9 % 

理学部 93.4 % 93.6 % 96.6 % 95.6 % 95.7 % 

医学部 100.0 % 97.1 % 98.4 % 100.0 % 100.0 % 

薬学部 89.7 % 87.0 % 98.0 % 100.0 % 100.0 % 

工学部 95.0 % 98.6 % 97.0 % 98.2 % 99.1 % 

芸術文化学部 95.3 % 95.7 % 96.7 % 98.9 % 94.4 % 

（出典：富山大学ウェブサイト（就職統計）） 
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＜資料１－６－②：大学院課程の就職率＞ 

研究科／教育部 
就職率（就職者／就職希望者） 

H24 H25 H26 H27 H28 

大学院課程全体 91.6 % 96.7 % 94.9 % 99.0 % 97.0 % 

（出典：富山大学ウェブサイト（就職統計）） 

 

＜資料１－６－③：大学院修士・博士前期課程の就職率＞ 

研究科／教育部 
就職率（就職者／就職希望者） 

H24 H25 H26 H27 H28 

修士・博士前期課程平均 90.6 % 96.4 % 95.1 % 99.6 % 96.7 % 

人文科学研究科 62.5 % 75.0 % 66.7 % 100.0 % 100.0 % 

人間発達科学研究科 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

教育学研究科 - -    

経済学研究科 20.0 % 58.3 % 36.4 % 100.0 % 40.0 % 

芸術文化学研究科 80.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

医学薬学教育部 96.4 % 100.0 % 95.1 % 100.0 % 100.0 % 

理工学教育部 93.7 % 98.1 % 99.0 % 99.5 % 97.4 % 

（出典：富山大学ウェブサイト（就職統計）） 

 

＜資料１－６－④：大学院博士・博士後期課程の就職率＞ 

研究科／教育部 
就職率（就職者／就職希望者） 

H24 H25 H26 H27 H28 

博士・博士後期課程平均 100.0 % 100.0 % 92.9 % 94.1 % 100.0 % 

生命融合科学教育部 100.0 % 100.0 % 100.0 % 83.3 % 100.0 % 

医学薬学教育部 100.0 % 100.0 % 85.7 % 100.0 % 100.0 % 

医学系研究科 - - -   

理工学教育部 100.0 % 100.0 % 100.0 % 88.9 % 100.0 % 

（出典：富山大学ウェブサイト（就職統計）） 

 

＜資料１－６－⑤：学士課程卒業者のうち就職先未定卒業者数＞ 

  
（出典：平成 29年度第３回教育研究評議会資料） 
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＜資料１－６－⑥：年度別インターンシップ実施状況＞ 

 

（出典：平成 28年度第 3回インターンシップ支援専門会議資料） 

 

＜資料１－６－⑦：学士課程卒業者県内就職率＞ 

 
県内出身者の県内・県外別就職状況   県外出身者の県内・県外就職状況 

 

（出典：平成 29年度第３回教育研究評議会資料） 

年度 学部 体験者 体験者計

人文学部 28
人間発達科学部 37

経済学部 39

理学部 13(1)

工学部 36(3)

芸術文化学部 19

人文学部 59
人間発達科学部 36

経済学部 118

理学部 31（2）

工学部 38（8）

薬学部 1

芸術文化学部 29（1）

人文学部 46
人間発達科学部 29

経済学部 107

理学部 22（1）

工学部 64(17)

芸術文化学 26

人文学部 45
人間発達科学部 30

経済学部 118

理学部 21（4）

工学部 56(11)

芸術文化学 13

人文学部 95
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※（）は，院生で内数
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＜点検・分析結果＞ 
学士課程卒業者については、就職率が 98.1%と向上しており、就職先未定で卒業する者が減少

している。また、県内企業等への就職率も向上している。 

大学院課程修了者については、外国人留学生の割合が高い人文科学研究科及び経済学研究科で

は就職率が増減するが、他の研究科・教育部では 100%である。 

以上のことから、学士課程卒業者及び大学院課程修了者の就職状況は良好と判断できる。 

 

優れた点 
○平成 28 年度卒業者の就職率は三大学統合後、最高の値で、全国の大学、国公立

大学の就職率を上回っているほか、県内企業への就職率も向上した。 

改善を 
要する点 

○県内企業への就職率が向上したが、県外出身者の県内企業就職率が 19.4%であっ

た。この割合を向上することで、県内就職率を向上させる。 
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観 点 
２－１ 

競争的外部資金の獲得状況 

判断基準（記載必須事項）  
●科学研究費補助金 について、経年変化等により、獲得状況が良好であるかどうか を判断する 

●共同研究 について、経年変化等により、獲得状況が良好であるかどうか を判断する 

●受託研究 について、経年変化等により、獲得状況が良好であるかどうか を判断する 

●寄付金 について、経年変化等により、獲得状況が良好であるかどうか を判断する 

 
＜観点に係る状況＞ 
（科学研究費補助金） 

本学は第３期中期目標の「研究水準及び研究の成果等に関する目標」において、科研費申請数

を第２期に比べ 10％向上させ、採択数を増加させるとしている。 

これまで、科研費申請・獲得に向けた取組みとして「科研費等コーディネーター、アドバイザ

ー及び相談員」の配置、「科研費獲得に向けた講演会及び公募要領等説明会」などを継続して実

施しているが、過去５年間では新規申請件数及び採択件数は減少傾向にある＜資料２－１－①＞。 

平成 28年度（平成 29 年度申請）は、新たに通年型の科研費等コーディネーターの配置、研究

計画調書作成スキル向上のためのワークショップ型講習会を開催するなど、科研費申請の支援体

制を強化したが、申請数は前年度に比べ減少した。 

 

＜資料２－１－①：科研費応募・採択状況＞ 
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（出典：研究振興課調査資料） 

 

（共同研究） 
本学は第３期中期目標・中期計画の「共同研究・受託研究件数の増加」、「外部資金及び寄附金

等の自己収入の増加」において、受託研究、共同研究、寄附金などの獲得に向けた様々な施策等

の情報収集の強化及びコーディネーター等による分析と有効な施策の調査検討・実施等の戦略的

な取組を行い、第２期中期目標期間より自己収入を増加させるとしている。 

 共同研究については、産学連携推進センターのコーディネーター等が受入れ状況の分析や情報

交換を行い、企業訪問、企業研究者との交流会の開催、出前技術相談及び富山大学産学交流振興

会を通じた活発な交流活動等により、着実に受入件数を伸ばしている。特に、重点分野の材料系

については平成 28 年 6月に工学部附属先端材料研究センターを設置し、産業界と密着して速効

的に技術開発・研究開発するプロジェクトチームを形成して研究体制を整備したことから、共同

研究の受入増につながったと考えられる。また、更なる大型共同研究の獲得に向け、産学連携推

進センターと研究戦略室が密接に連携しながら方策の検討を行っているが、契約額が小額化して

いることもあり、平成 28年度は受入額が減少した＜資料２－１－②＞。 
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＜資料２－１－②：共同研究受入状況＞ 

 

 
（出典：研究振興課調査資料） 

 
（受託研究） 
本学は第３期中期目標・中期計画の「共同研究・受託研究件数の増加」、「外部資金及び寄附金

等の自己収入の増加」において、受託研究、共同研究、寄附金などの獲得に向けた様々な施策等

の情報収集の強化及びコーディネーター等による分析と有効な施策の調査検討・実施等の戦略的

な取組を行い、第２期中期目標期間より自己収入を増加させるとしている。 

 受託研究の過去５年間の受入状況は、件数については増加傾向となっているが、受入金額につ

いては、大型研究に係る研究費の増減に大きく影響を受け、平成 26、27 年度は減少したが、平

成 28 年度は増加に転じた＜資料２－１－③＞。 
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＜資料２－１－③：受託研究受入状況＞ 

 

 
（出典：研究振興課調査資料） 

 
（寄付金） 
本学は第３期中期目標・中期計画の「外部資金及び寄附金等の自己収入の増加」において、受

託研究、共同研究、寄附金などの獲得に向けた様々な施策等の情報収集の強化及びコーディネー

ター等による分析と有効な施策の調査検討・実施等の戦略的な取組を行い、第２期中期目標期間

より自己収入を増加させるとしている。 

 平成 24、25 年度については、医学部、薬学部において記念行事が行われたこともあり、受入

れ件数、受入額ともに増となったが、平成 26 年度以降、受入件数は横ばい状態となっており、
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受入額について平成 28年度は前年度より減少した＜資料２－１－④＞。 

 
＜資料２－１－④：寄付金受入状況＞ 

 
（出典：研究振興課調査資料） 

 

＜点検・分析結果＞ 
（科学研究費補助金） 

科研費の申請・採択状況について、研究戦略室において分野別、種目別、部局別等を詳細に分

析し、本学の強み・特徴を把握するとともに、他大学の細目別の新規採択件数ランキングを調査・

分析するなど、応募を促進するための支援策等を検討し、強化を図っている。また、平成 29 年

度は次のとおり科研費申請・獲得の支援体制の強化を図った。 
・「科学研究費助成事業獲得に関する方針」である「常勤の教員全員が継続して科研費に研究

代表者として申請することを基本とする」ことを、学長のリーダーシップのもと、各教員

へ周知徹底した。 
・研究担当理事が、直接、教授会で科研費への申請を要請した。 
・各部局長が目標値を設定し、科研費申請数の増に取り組んだ。 
・これまでの支援策の継続及び、新たに申請を啓発するための説明会を開催するとともに、

研究計画調書作成スキル向上のためのワークショップ型講習会を、各キャンパスにおいて

複数回開催した。 
 
（共同研究） 
平成 28年度は、共同研究の受入実績は 238件、約 1億 6,600万円で、平成 27年度と比較し、

件数は 10件増加したものの約 4,000万円の減少となっている。 

平成 28 年度の金額が減少した主な要因として、受入件数 238 件のうち、100 万円未満が 172
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件あり、全体の 72％を占めており、1件あたりの金額が少額となっていることが考えられる。 

今後、十分な共同研究費の確保に向け、契約金額の最低ラインの設定を検討することや本学シ

ーズの外部 PR の強化及び、共同研究先となる企業とのマッチング（組織×組織）の推進などを

行うこととしている。 

また、共同研究の契約金額が増額となるよう企業側に理解を求めることや、組織対組織の大型の

共同研究の成立に向けての交渉も行う予定である。 

 
（受託研究） 
受託研究においては、平成 24 年度からの減少傾向から回復しつつある。 

平成 28年度受託研究の受入実績は 176件、約 7億 3,900万円で、平成 27年度と比較し、約 1

億円の増加となっている。 

増加した主な要因としては、新規の大型の受託研究の受入れ、JST および NEDO の継続の受託

研究がそれぞれ増額になったことが考えられる。 

過去 5年間の推移をみると、平成 24年度から受入額が減少傾向にあった平成 25年度の水準ま

で戻りつつある。 

また、1 件あたりの契約金額別内訳をみると、平成 28 年度は前年度と比較し、1,000万円から

2,000 万円の受託研究について、5件・約 5,000万円減少したものの①200 万円から 500万円 ②

500 万円から 1,000 万円 ③3,000万円以上の受託研究において、件数及び金額の増加があり、

受託研究全体の受入額増加につながった。 

 今後、下記の支援対策を行って大型の受託研究獲得へ向けて支援を行っていく。 

・競争的資金等の獲得を増やすための情報収集・情報提供活動の強化 

・若手教員への申請手続きに関する支援、コーディネーターの活用など 

 
（寄附金） 
平成 28年度の寄附金の受入実績は 921件、約 7億 8,000万円で、平成 27年度と比較し、約 1

億 5,000万円の減少となっており、平成 28年度は、過去 5年間で最も受入額が少なくなってい

る。 

特に寄附講座については、1 件が平成 27年度末で終了したこと、平成 28年度分の金額を平成

27 年度中に受入れたものが 2件あったこと等が減少の要因となったと考えられる。 

また、企業等から研究者個人に対する寄附金が過去 5年間減少傾向にある。 

 今後、企業からの寄附金を伸ばすことは企業側の事情により難しいが、各種助成団体等による

新たな公募情報の収集や学内周知（HP の整備など）を充実させるとともに、助成金獲得への支

援策を検討し、寄附金の受入増につなげることとしている。 
 

優れた点 

（科学研究費補助金） 
○科研費の申請・獲得増に向け、「科学研究費助成事業獲得に関する方針」を見直

し、学長のリーダーシップのもと各教員へ周知徹底するとともに、文科省へ講師

を依頼し制度改革説明会を実施、採択率アップに向けた申請書の書き方説明会や

ワークショップを複数回実施した。更に、科研費等コーディネーター・アドバイ

ザー・相談員による支援体制を充実・強化した。 
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（共同研究） 
○産学連携推進センターのコーディネーターや知財マネージャーが研究室を訪問

し、シーズの掘り起こしとニーズの把握を実施し、共同研究等増のために企業の

技術相談を行うなど、積極的なリエゾン活動展開し、着実に受入件数を伸ばして

いる。 

（受託研究） 
○産学連携推進センターのコーディネーターや知財マネージャーが研究室を訪問

し、シーズの掘り起こしとニーズの把握を実施し、共同研究等増のために企業の

技術相談を行うなど、積極的なリエゾン活動展開し、受入額を復活させている。 

（寄附金） 
○地域医療に関し、地方公共団体等へ働きかけを行うなどの取組を推進している。 

改善を 
要する点 

（科学研究費補助金） 
○科研費申請数及び獲得数の増に対する取組を推進する必要がある。 

（共同研究） 
○共同研究の契約金額が増額となるよう企業側に理解を求めることや、組織対組織

の大型の共同研究の成立に向けての交渉も積極的に行うことが必要である。 

（受託研究） 
○受託研究受入増に向け情報収集や情報提供などの活動を強化するとともに、積極

的に若手教員への申請手続きに関する支援やコーディネーターの活用など、大型

の受託研究獲得へ向けた支援が必要である。 

（寄附金） 
○本学ホームページ等を通して、教員の研究シーズや新たに大学が組織的に取り組

んでいる研究分野（内容）を企業等に向けて発信し、積極的に本学の持つ強み・

特色のある先端分野を売り込む必要がある。 
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観 点 
３－１ 

地域との連携状況 

判断基準（記載必須事項）  
●地域の自治体・企業等との連携協力に関する 協定（覚書等含む）締結数 や、協定締結に基づ

く取組数 により、連携体制が強化されたかどうか を判断する 

 
＜観点に係る状況＞ 
地域の自治体・企業等との連携協力に関する協定締結件数は 20 件であり、そのうち協定締結

に基づく取組は、自治体や地域の金融機関・報道機関と 16 件実施している。平成 28 年度は、新

たに舟橋村と２件の覚書を締結し、「子育て共助のまちづくり」に関する取組を実施している。 

 1）舟橋村における「ＩＣＴ活用による子育てコミュニティづくり」に係る連携協力に関す

る覚書（H28.6.30締結） 

    （実施主体）舟橋村、西日本電信電話㈱富山支店、ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱ 

及び本学 

    （目的）子育て支援にかかる新商品・新サービスの創出を支援 

2）舟橋村における「公共空間の整備・利用による子育てコミュニティづくり」に係る連携

協力に関する覚書（H29.1.20 締結） 

    （実施主体）舟橋村、富山県内の造園３団体及び本学 

    （目的）地域課題をビジネスで解決する「共通価値の創造」を特徴とした地方創生に資

する新たなビジネスモデルの構築を目指す。 

 この事業は、本学がハウスメーカー、建設コンサルタント、土木・造園業、保育サービス業、

地域金融機関等の県内企業や県外の情報通信業者、経営コンサルティングファーム、民間シンク

タンク等の企業を巻き込んで新しい公民連携の手法による地方創生に取り組んでいるものであ

る。この取組は、新しいビジネスモデルを大学が中心となって、地方創生に係る補助金の申請か

ら協力し、地方創生加速化交付金が採択され、企業の参画によるまちづくりを実施している。 

 また、自治体と本学が主催し、産学官金連携による社会人（地域の若手企業経営者等）を対象

とした地域再生人材育成事業（「魚津三太郎塾」、「たかおか共創ビジネス研究所」、「たなべ未来

創造塾」）を実施しており、地域を担う人材育成を実践している。平成 28年度の修了生は 31人

であり、内訳は、「魚津三太郎塾」第 5期修了者が 11 人、「たかおか共創ビジネス研究所」第３

期修了者が８人、「たなべ未来創造塾」第１期修了者 12 人である。この事業の成果として、地域

課題をビジネスで解決する（ソーシャルビジネス）方法により、新たな事業に着手した（第二創

業を含む。）者がこれまでの修了生の半数を上回っている。古民家を再生したゲストハウス、間

伐材を利用した紙の地産地消、買物代行・宅配サービス、少子高齢化に対応した寺小屋づくりな

ど新たなビジネスの展開により、自社の業績を向上させることにつながるとともに、修了者同志

のネットワークが広がり、地域の活性化に寄与している。今後、高岡市の地域再生人材育成事業

を県内の６市に拡大を図っていく。 

 その他、魚津市から民間等共同研究員を受け入れ、同市の３つの博物館の役割や連携・活用策

の研究を実施した。魚津水族館を地域交流の拠点として活用する実施体制や詳細な具体的プラン

を策定し、魚津市と共同で研究を推進した。また、和歌山県田辺市から民間等共同研究員を受け
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入れ、地域課題解決をビジネスとして解決できる地域人材の育成、地域資源を活かした地域イノ

ベーションが創発できる地域力の向上について調査研究を実施した。 

 
＜点検・分析結果＞ 
舟橋村における“コミュニティづくり”と地域課題をビジネスで解決する CSV（共通価値の創

造）を特徴とした「子育て共助のまちづくり」事業を舟橋村と協働して展開しており、産学官と

の連携による事業のコーディネートや情報提供などの支援について本学が中心となって行って

いる。この取組は、全国各地（H28:茨城県、熊本県、福島県、青森県、群馬県等）から自治体の

首長や議員などがモデル事業（子育て支援策、宅地開発、空き家対策など）として視察に来てい

る状況であり、他の地域へ波及する可能性が見込まれる。今後、地方創生に係る地域課題解決に

関する連携協力についてプロジェクト化し、協定の締結を進め、具体的な事業を展開していくこ

ととしており、地域との連携が強化されている。 

また、地域再生人材育成事業では、平成 28年度末において、修了生 87人の内 44 人にあたる

50％以上の者が、第２創業など新たな地域イノベーションに着手しており、地域活性化を担う人

材育成に着実につながっている。加えて、自治体の事業担当者や修了生が本学の授業において、

地域イノベーション創出に向けた取組等の紹介により、学生の地域課題解決に取り組む姿勢を培

うこととなり、大学教育への還元も行っている。 

なお、これらの事業は、専任教員１名、地域連携プロデューサー(金融機関からの派遣)１名及

びそれぞれの事業に対する自治体の職員（共同研究員を含む）1～４人により実施し、他の地域

に拡大している。 

以上のことから、地域との連携によるビジネスモデルの構築などの取組は、地域活性化の中核

拠点として、地域社会の活性化がつながっており、地域連携が強化されたと判断する。 
 

優れた点 

○地域イノベーションの起業や新しい事業として事業展開を実行する目的で自治

体と共同主催により開催している地域創生人材育成事業は、全国的にまれであ

り、修了生の半数の者が、実績を上げている成果は、評価される。この地域創生

人材育成事業は、地域の金融機関、北陸財務局、商工会議所、富山県内の経済団

体、地域メディアなどが協力・後援機関となり、各受講生の事業化について支援

しているのが特徴である。塾生が主体となって組織している三太郎倶楽部では、

塾生の開発した商品など、魚津のいいもの、いいことを集めたギフトカタログ「お

つかいもん魚津」を販売しており、波及効果が出ている。また、県内の人材育成

事業が評価され、県外（和歌山県田辺市）にも波及し、そこから更に県内の自治

体などのステークホルダーともつながり、ネットワークの拡大・地域活性化への

好循環が生まれ、その効果が発展的に進展している。また、本事業が産学官金の

機関とのプラットフォームを形成しているノウハウを生かし、地域連携プロジェ

クトの推進を図っている。 

改善を 
要する点 

○地域活性化の中核拠点として、更に体制を充実させ、取組の波及を図ることが必

要である。 
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観 点 
４－１ 

附属施設の活用状況 

判断基準（記載必須事項）   
●附属病院 における、本学学生の臨床実習状況等により、教育への寄与がなされているかどう

かを判断する 

●附属図書館 における、シラバス掲載図書の整備率、学術情報システムの整備状況、利用実績

により、附属図書館が有効に活用されているかどうかを判断する  

●附属学校 における、学部との共同研究プロジェクト実施状況等により、附属学校が有効に活

用されているかどうかを判断する  

 
＜観点に係る状況＞ 
（附属病院） 
医学部医学科では、下記のとおり附属病院での実習を実施している。 

○臨床実習（前半） 

・平成 28 年２月から平成 29 年１月にかけて、42週かけて 19診療科をローテーションす 

る形式で受け入れた。対象学生：102名（１診療科あたり１週から３週で実施） 

・平成 29 年２月から平成 30 年１月までの予定で、42週かけて 19 診療科をローテーショ 

ンする形式で受け入れている。対象学生：115名（１診療科あたり１週から３週で実施） 

○臨床実習（後半）および選択制臨床実習 

・平成 28年２月から７月にかけて実施した。対象学生：115名 

６週間の実習を３クールで実施。うち１クールは臨床実習（後半）として、２クールは 

選択制臨床実習となっていた。 

⇒ 臨床実習（後半）：６週間で７診療科をローテーションする形式で受け入れた。 

⇒ 選択制臨床実習：１診療科において６週間の実習を行う形式で、24診療科等が 

受け入れた。 

・平成 29年２月から７月にかけて実施した。対象学生：101名 

７週間の実習を３クールで実施。うち１クールは臨床実習（後半）として、２クールは 

選択制臨床実習として実施。 

⇒ 臨床実習（後半）：７診療科で受け入れた。 

⇒ 選択制臨床実習：１診療科において７週間の実習を行う形式で、24診療科等が 

受け入れた。 
 
 医学部看護学科では、下記のとおり附属病院での実習を実施している。 

○基礎看護学実習（９月）：看護２年次生 79名が２班に分かれ、それぞれ６日間の実習を実 

施。 

○臨地実習（２月～７月）：看護４年次生 76名が 10班に分かれ、成人看護学実習（慢性期）、 

成人看護学実習（周手術期）、精神看護学実習、母性看護学実習、 

小児看護学実習をローテーションで実施。 

○助産学実習（７～９月）：看護４年次生の助産専攻６名が実習を実施。 
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○総合実習（11 月）：看護４年次生 59 名が各領域に分かれ、10日間の実習を実施。 

 
薬学部では、医療の現場における薬剤師の職能と役割を学ぶため参加型での実務実習（病院実

習）を附属病院で実施している。 

○平成 28年９月５日～平成 28 年 12月 11日  ８名 薬学部５年生対象 

○平成 28年 10 月 24日～平成 29年２月 20日 ８名 薬学部５年生対象 

○平成 28年５月９日～平成 28 年７月 24 日  ３名 大学院博士後期課程３年生対象 

 
（附属図書館） 

○シラバス掲載図書の整備率 

    学生用図書は、「学生用図書資料の選定基準」に基づき、シラバス掲載図書を網羅的に

整備するとともに（平成 28 年度の整備率は 98.8％）、学生選書ツアーを実施して学生ニ

ーズの把握に努めるなどして、図書・雑誌・視聴覚資料、電子ブックを計画的に収集提供

している。シラバス掲載図書の整備率は平成 28年度 98.8％で、入手困難なものを除き全

て整備している＜資料４－１－①＞。 

○学術情報システムの整備状況 

    平成 28 年度末現在の蔵書数約 136 万冊、雑誌約 2 万 4800 タイトル、視聴覚資料約 1

万 8 千点で学生用図書は全て OPAC（オンライン蔵書目録）で学内外から所在を検索でき

るようになっている。さらに、電子ジャーナル 13,013 タイトル、データベース 20 点を提

供し、図書館が Webで提供している電子ジャーナルリストに全てリンクされている＜資料

４－１－②＞。また、これらを含む図書館の利用方法について、ホームページでの掲示や

リーフレットでの周知、Twitter や Facebook の SNS の活用によるほか、各館で電子ジャ

ーナルやデータベースの利用講習会、新入生ガイダンスや図書館ツアーを実施するなどし

て学習・研究支援に努めている。 

    また、電子ジャーナルの効果的利用を行うため、文献検索データベースの検索結果から、

本学で利用できる電子ジャーナルの本文等にリンクするためのリンクリゾルバを導入し

ている。電子ジャーナル本文のアクセス件数は、主要 8 社のものだけで年間約 64万件と

なっている＜資料４－１－③＞。 

    さらに、Cloudシステムにより機関リポジトリ（富山大学学術情報リポジトリ：Torepo）

を構築し、インターネットを通じて本学の学術成果を学内外に発信している。 

○利用実績 

    各図書館は、授業期間中は土日も利用可能となっている（医薬学図書館は通年土日利用

可能。芸術文化図書館は土曜日のみ）。特に医薬学図書館は、学内外の登録者には 365 日

24 時間開館を実施し、無人開館時においても、図書の閲覧、返却、貸出（製本雑誌を除

く）が可能な体制を整備している。平成 22年度から平成 24 年度にかけて中央図書館にア

クティブ・ラーニングスペースを整備し、平成 26 年度には医薬学図書館の増築改修が竣

工した。また、各館に拡大読書機を設置し、多様な利用者の図書館利用に対応できるよう

整備している。 

全館で 1,563 席の閲覧席を備え、入館者総数は平成 28 年度約 61 万５千人、貸出総冊

数は約７万９千冊（うち学部学生と院生は６万４千冊）である＜資料４－１－④＞。 
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＜資料４－１－①：シラバス掲載図書の整備率（入手困難なものを含む）＞ 

項目 中央図書館 医薬学図書館 芸術文化図書館 合計 

シラバス掲載図書数 2,689冊 639冊 287冊 3,615冊 

シラバス掲載図書蔵書数 2,663冊 625冊 284冊 3,572冊 

H28整備率 99.0% 97.8% 99.0% 98.8% 

H27整備率 98.0% 97.4% 99.5% 98.7% 

（出典：図書館情報課調査資料） 

 

＜資料４－１－②：電子ジャーナル利用可能タイトル数＞ 

図書館 平成 27年度 平成 28年度 
対27年度比 

増減数 

中央図書館 8,465  8,515  50  

医薬学図書館 12,034  12,281  247  

芸術文化図書館   7,736 7,783  47  

合計（純タイトル数） 12,763  13,013  250  

（出典：図書館情報課調査資料） 

 

＜資料４－１－③：平成 28 年度電子ジャーナル・データベースアクセス件数＞ 

出版社等 タイトル数 アクセス数 

Elsevier Science Direct 3,172  377,732  

Wiley-Blackwell 1,405  78,494  

Springer-LINK 1,630  33,945  

Oxford University Press 284  14,427  

American Chemical Society (ACS) 50  46,598  

Nature + Nature関連誌 19  31,696  

PNAS 1  7,446  

Science + Science関連誌 3  7,455  

メディカルオンライン 1,221  44,147  

CiNii     119,829  

聞蔵Ⅱ  1,844  

Web of Science（平成 28年 11月より）  6,501  

SciFinder  18,590  

                      （出典：図書館情報課調査資料） 

 

＜資料４－１－④：平成 28 年度利用実績＞ 

館名 座席数 開館日数 入館者数 貸出冊数 

中央図書館 903 305 300,046  51,791  

医薬学図書館 576  336 *(365) 295,064  19,028  

芸術文化図書館 84  259  19,775  8,518  

 合計 1,563   614,885  79,337  

*（ ）内は特別利用可能日数                 （出典：図書館情報課調査資料） 
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（附属学校） 
人間発達科学部との共同研究プロジェクトは、学部に設置されている附属学校運営委員会の所

管事業として実施されている。同委員会のもとにプロジェクト推進のためのワーキンググループ

が設置され、企画・運営に当たっている。 

また、本プロジェクトの更なる充実のために、平成 29年度から、ワーキンググループ内にⅰ）

運営グループ、ⅱ）研究成果発信方法検討グループ、ⅲ）附属学校園での大学教員による授業実

施検討グループを置き、検討を進めることが決定された。 

平成 28 年度の共同研究プロジェクトは、グループ研究を中心としたものであり、学部及び附

属学校園の教員が、研究したいテーマを出し合い、そのテーマへの参加者を相互に募ってグルー

プを作り、グループごとに研究活動を進めるものであり、以下の 13 の研究グループ、延べ 93

名のメンバーが参加し、多くの教科・領域等に関わる実践的な研究が行われた＜資料４－１－⑤

＞。 

また、実施した共同研究プロジェクトの成果については、人間発達科学部附属人間発達科学研

究実践総合センターのウェブページにおいて公表している＜URL資料４－１－⑥＞。 

 

＜資料４－１－⑤：共同研究プロジェクト一覧＞ 

グループ名 研究内容 代表者 

国語科教育 
研究発表会や教育実習などの機会を通して、よりよい国語科の授業

のあり方を探る。 
米田 

社会科教育 楽しくわかる社会科の授業づくりについて考える。 岡崎 

理科教育 
実際の授業を通した授業実践の検証、および実践内容を踏まえた理

科教育における教授法・学習論の研究を行う。 
片岡 

造形教育 
幼小中のつながりを意識しながら、造形教育で身につける力につい

て研究する。 
隅 

家庭科教育 家庭科の授業実践の開発と検討を行う。 磯﨑 

健康教育 
児童・生徒の生活習慣について実態を捉え、心身ともに健康な生活

を送るための支援のあり方を探る。 
藤本 

英語科教育 
小学校における英語活動を含め、楽しくわかる英語科の授業づくり

を考える。 
岡崎 

生活・総合 
幼稚園（生活単元学習）、小学校（生活・総合）の授業を分析・検

討し、よりよい支援のあり方を探る。 
小林 

ムーブメント教育 

幼児の運動遊び、小学校低学年の体ほぐしの運動、特別支援学校の

自立活動や体育で実施するムーブメント教育を取り入れた授業づ

くりについて考える。 

越村 

ＩＣＴの教育利用 
教育におけるＩＣＴ活用の在り方を考え、授業実践等を通してＩＣ

Ｔ活用の効果を明らかにする。 
長谷川 

支援ツールと 

ＩＣＴ 

児童生徒の自立的、主体的な姿を実現するための「支援ツール」の

デジタル化を試みる。 
水内 

特別支援教育コー

ディネーターの連

携 

事例検討を通して、コーディネーターの役割や校内での協力体制の

在り方、特別な支援を要する児童生徒への適切な対応について考え

る。 

和田 
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適応行動から特別

支援を考える 

従来の子どもの知的・認知能力からだけでなく、Vineland適応行

動尺度による社会生活能力の把握を通して個に応じた・将来を見据

えた支援を考える方法について検討する。 

水内 

 （出典：附属学校園調査資料） 

 

URL資料４－１－⑥：富山大学人間発達科学部・附属学校園 共同研究プロジェクト平成 28 年度報告書 

（出典：http://www.cerp.u-toyama.ac.jp/kyodo-report/kyodo-report2016.pdf） 

 

＜点検・分析結果＞ 
（附属病院） 
医学部医学科では、附属病院の全診療科において、一人の学生が最低でも 54 週の臨床実習を

行うこととなっており、医育機関としての役割を果たしているものと判断する。 

 医学部看護学科では、附属病院において滞りなく各実習が実施されており、教育への寄与がな

されている。 

薬学部における附属病院での病院実習は、平成 27 年度は学部生 16 名、院生 3 名から平成 28

年度では、学部生 16年、院生 3名であり、毎年、19名程度の学生を受入れ、教育への寄与がな

されている。 

 
（附属図書館） 
附属図書館は、中央図書館、医薬学図書館及び芸術文化図書館として３キャンパスに設置され

ている。休日開館や特に医薬学図書館では 24 時間開館を実施することにより、利用しやすい環

境を整備しているのみならず、学生ニーズの把握に努め、資料を計画的に収集提供している。各

図書館では、学生用図書資料の選定基準に基づいて、シラバス掲載図書を網羅的に整備し、すべ

て OPACで所在検索できるようになっている。また、電子ジャーナルは 13,000タイトル以上を提

供し、リンクリゾルバの導入により資料を有効に活用するための環境を整備している。 

 
（附属学校） 
附属学校園の教諭と人間発達科学部教員による共同研究プロジェクトについて、延べ 93 名の

メンバー、13の研究グループにより、多くの教科・領域等に関わる実践的な研究を行っている。

報告書にまとめられている授業実践等の内容は、子供たちの主体的・対話的で、深い学びの姿で

あり、今後、新しい教育要領や指導要領の実施のために役立つものとなっている。 

 
 

優れた点 

（附属病院） 

○医学部医学科においては、４年次の後学期後半から６年次の前学期にかけて、全

診療科を経験する形での臨床実習を受け入れている。 

○薬学部においては、学部学生の実務実習期間は、全国の薬学部と同様に実務実習

コアカリキュラムに沿って学外病院では 11週間であるが、附属病院は 14週間で

あり、病棟での薬剤師の職能について高度な教育を実施している。 

http://www.cerp.u-toyama.ac.jp/kyodo-report/kyodo-report2016.pdf
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○富山大学附属病院は、富山県唯一の特定機能病院であり、高度な医療を必要とす

る患者を治療することを役割としているため、看護スタッフは全員が正看護師で

あり、看護のレベルも高い。また、教育施設の役割もあるため、学生の教育に関

する意識も他施設と比べ高いと考えられる。また、学生指導室など施設面でも配

慮されている。 

（附属図書館） 

○シラバス掲載図書は入手困難なものを除き、全てを整備することができている。 

○学術情報システムについては、全ての学生用図書について学内外からの所在検索

を可能としている。また、電子ジャーナル、データベース等についても多数利用

されており、学術情報基盤の整備・提供を行っている。 

○全館で 1,500 以上の閲覧席を備えるとともに、中央図書館にはアクティブ・ラー

ニングスペースを整備し多様な利用環境を提供している。 

（附属学校） 

○附属学校園の日常的な研究活動に即した研究実践内容となっており、報告書にま

とめられている授業実践等の内容は、新たな幼稚園教育要領、小学校及び中学校

の学習指導要領の実施に役立つものとなっている。 

改善を 
要する点 

○医学部との連携を密にし、診療参加型臨床実習について、今後とも更に充実を図

る。 

○看護実習について、実習指導者研修を受けているスタッフ等が、日替わりで学生

実習に携わっているため実習指導者が不明確になっているので、明確にすること

が望ましい。 
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観 点 
５－１ 

収支状況 

判断基準（記載必須事項）  
●学生納付金収入、附属病院収入、外部資金等の 収入の状況 や、過大な支出超過 となっていな

いかどうかにより、収支状況が良好かどうか 判断する。 

 
＜観点に係る状況＞ 
本学の経常的収入は、文部科学省から措置される運営費交付金、学生納付金（検定料収

入、入学金収入、授業料収入）や附属病院収入等の自己収入並びに産学連携等研究収入及

び寄附金収入等の外部資金で構成されている。過去５年間（平成 24 年度～平成 28 年度）

の収入及び収支の状況は＜資料５－１－①＞のとおりである。 
 
＜資料５－１－①：収入及び収支の状況＞              （単位：百万円） 

区 分 H24 H25 H26 H27 H28 

収入（Ａ） 42,382 46,526 45,069 41,253 40,522 

運営費交付金収入 14,126 14,290 13,933 13,216 13,431 

授業料、入学料及び検定料収入 5,270 5,222 5,198 5,148 5,133 

附属病院収入 15,499 16,065 16,634 17,414 17,718 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,996 1,983 2,105 2,147 2,179 

その他 5,487 8,962 7,195 3,324 2,055 

支出（Ｂ） 40,307 45,216 44,617 41,342 39,826 

教育研究費 17,202 17,609 18,466 17,463 17,306 

診療経費 15,115 15,966 15,939 17,330 17,199 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 1,936 1,954 2,063 2,137 2,017 

その他 6,051 9,685 8,146 4,409 3,301 

収入－支出（Ａ－Ｂ） 2,075 1,310 452 △89 695 

（出典：各事業年度決算報告書） 

※1 金額は、百万円未満切り捨てにより作成しているため、合計が合わない場合がある。 

※2 科学研究費補助金間接経費については、平成 25年度迄は「その他」の収入に、平成 26年度以降は「産

学連携等研究収入及び寄附金収入等」に計上。 

  【科学研究費補助金間接経費受入額の状況】        （単位：百万円） 

H24 H25 H26 H27 H28 

219 237 212 202 190 

 

 

 授業料・入学料収入の基礎となる収容定員及び在学者数の過去５年間（平成 24年度～平

成 28年度）の状況は＜資料５－１－②＞のとおりである。 
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＜資料５－１－②：収容定員及び在学者数の推移＞ 
区 分 H24 H25 H26 H27 H28 

学士課程 
収容定員 7,592 7,627 7,642 7,647 7,647 

在学者数 8,217 8,236 8,196 8,141 8,163 

修士・博士前期・

専門職学位課程 
収容定員 686 686 686 686 686 

在学者数 814 771 789 756 784 

博士課程・ 
博士後期課程 

収容定員 266 255 244 251 254 

在学者数 268 274 281 303 307 

合 計 
収容定員 8,544 8,568 8,572 8,584 8,587 

在学者数 9,299 9,281 9,266 9,200 9,254 

※在学者数は各年度 5月 1日現在 

 
 また、業務費に占める人件費の状況は＜資料５－１－③＞のとおりである。 
 
＜資料５－１－③：業務費及び人件費の推移＞           （単位：百万円） 
 H24 H25 H26 H27 H28 

業務費 36,395 37,706 38,502 38,793 38,230 

 うち人件費 19,413 19,180 20,179 20,397 20,825 

（出典：各事業年度損益計算書） 
 
 
＜点検・分析結果＞ 
１．収入の状況について 

運営費交付金については、大学改革促進係数による削減影響があるものの、自己収入

の着実な増加を図ることにより、以下のとおり経常的収入の安定的確保に努めている。 

（１）学生納付金について 

毎年減少傾向にあるが、運営費交付金で措置される授業料免除実施経費の拡大に伴

う授業料収入の減少が主な要因であり、収容定員に対する在籍者数は安定的に確保さ

れている。また、平成 29年度一般入試では、平成 17年度の富山県内３大学統合以降、

最高の志願者数を確保するなど、志願者・入学者の安定的な確保に努めている。 

（２）附属病院収入について 

   健全な経営基盤確保に向け、経営改善タスクフォースを設置し、収支改善のための

対策（増収・経費削減）の検討を実施し、実施状況の進捗管理と併せ取組を行ってき

た。平成 28 年度は、手術枠の検討見直し（日曜日入院の実施）、平均在院日数の短縮

（最適な入院期間での退院）、救急体制の強化（救急専門医の確保）、施設基準の洗い

出し・取得などの取組を進め、増収を図った。また、経営コンサルタントの支援を受

けて契約交渉業務を見直し、医薬品費・医療材料費の大幅な削減を図った。これによ

り、附属病院収入は、対前年度 304 百万円の増加、診療経費は、対前年度 131 百万円

の減となった。 
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（３）外部資金について 

平成 28 年度の産学連携等研究収入及び寄附金収入等は、対前年度 32 百万円の増加

となっている。平成 28年度は、研究戦略室の設置やＵＲＡの配置による戦略的な研究

推進・支援及びコーディネーターの配置による産業界等とのマッチング強化を図るこ

とで受託研究・受託事業や共同研究の受入促進に努めた。また、科学研究費補助金に

ついては、平成 26年度以降、減少に転じていることから、書面審査がＡ又はＢ評価の

若手研究者への研究費支援、科研費等コーディネーター・相談員の配置、科研費獲得

のための説明会の開催及び手引きの作成・配布、学長裁量経費によるインセンティブ

の付与等により、申請件数及び獲得額の増加に努めている。 
 
２．支出の状況について 
  業務費に占める人件費の比率が同規模大学の平均値に対し、＜資料５－１－④＞のと

おり高い状況が続いている。 
 
 ＜資料５－１－④：業務費に占める人件費比率の状況＞ 

 H24 H25 H26 H27 H28 

本学 53.3% 50.9% 52.3% 52.6% 54.5% 

同規模大学 51.6% 50.4% 50.7% 50.7% 51.4% 

※同規模大学：医科系学部その他の学部で構成される大学のうち、学生収容定員１万人以上、学部等数

概ね 10学部以上の大学を除く大学。 

 
３．収支の状況について 

  平成 28 年度の収支状況は、695 百万円の黒字となっている。内訳は、運営費交付金債

務の繰越 367 百万円、産学連携等研究収入及び寄附金収入等の翌年度繰越 162 百万円、

引当金繰入額 67 百万円、平成 27 年度退職手当立替分の追加配分額 58百万円、補助金の

返還予定額 0.5百万円、剰余金 39百万円である。 

  平成 27 年度に、医薬品費の増加、過年度職員人件費の増加及び診療業務拡大に伴う看

護師増員による職員人件費の増加などを要因として附属病院において支出超過の状況が

生じたが、平成 28年度では、病院機能の強化や増収対策を講じつつ支出抑制を図ること

で収支状況の改善が図られた。 

  教育研究活動にあたっては、学長のリーダーシップの下、教養教育改革や新学部の設

置など、改革ビジョンに基づく機能強化、ガバナンス改革等を推進する取組みへの積極

的な資源配分を行っている。財務の健全性を維持しながら、教育・研究・診療等の活動

を意欲的に展開していることから、収支状況は良好と判断する。 
 

優れた点 

○学長裁量経費を最大限確保し（平成 28 年度予算額：591,068 千円）、学長の

リーダーシップの下、改革ビジョンに基づく機能強化、ガバナンス改革等へ

の積極的な予算配分を行っている。特に平成 30 年度からの教養教育一元化

や都市デザイン学部の設置に向け、169,000 千円の財源を確保し、業務達成
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基準を活用しながら施設・設備の整備を計画的に進めている。 

○附属病院において、経営改善タスクフォースを設置し、収支改善に向けた対

策に取組んだ結果、経営状況の改善が図られた。 

改善を 
要する点 

○人件費比率が、同規模大学の平均値 51.4%に対し、54.5%と高い状況（平成

28年度実績）であることから、人件費の抑制に向けた取組みが必要である。 
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観 点 
５－２ 

危機管理等に係る体制整備の状況 

判断基準（記載必須事項） 
●危機管理体制 及び 個別のリスク体制 の状況により、適切に整備されているかどうか を判断

する 

 
＜観点に係る状況＞ 
危機管理体制については、危機管理規則を定め、これに基づき、本学における危機管理の実施

に関し必要な事項を検討するため、学長、理事、事務局長からなる危機管理委員会を設置してい

る。同委員会において、全学的な危機管理の指針を示した「危機管理ガイドライン」を策定して

いる。危機発生時においては同ガイドラインに従い、①当該部局は危機事案への対処を行うとと

もに、総務課及び業務の担当理事に報告、②報告を受けた担当理事は、速やかに学長に報告、③

学長は必要に応じて危機対策本部を設置する体制を整備している。平成 29 年度中には、発生し

た危機事案に対する早期の業務回復に向けた方策の強化を図り、かつ危機事案の未然防止の措置

を講ずるため、危機管理室（室長：危機管理担当理事）を設置し、危機管理体制を強化すること

としている。 

 個別のリスク体制として、研究不正防止については、担当理事を室長とした、「研究不正防止

対策推進室」を設置している。構成員には事務職員だけでなく、教員も加わることで、全学的な

研究不正防止体制としている。文部科学省が平成 26 年に「研究機関における公的研究費の管理・

監査のガイドライン（実施基準）」の改正及び「研究活動における不正行為への対応等に関する

ガイドライン」を制定したことを踏まえ、同推進室において、「研究活動における不正防止に関

する規則」や「研究データの保存等に関する指針」等の関連規程を整備した。また、研究活動の

責任体系・管理体制を明確にするため、平成 27年 4月に統括計画としての「富山大学研究不正

防止対応計画書」の見直しを行うとともに、全学的な不正防止対策を実施するため、毎年度「個

別詳細実施計画書」を策定している。主な取り組みとして、ｅ－ラーニングの受講及び修了を全

研究者へ義務づけることにより、コンプライアンス教育及び研究倫理教育の充実を図ったほか、

研究費を適切に執行するため、非常勤雇用者の勤務状況や、研究者の出張計画の実行状況を確認

している。また、平成 28 年度末には「公的研究費使用ハンドブック」を改訂し、全教職員に配

付のうえ、意識啓発を図っている。 

 安全衛生管理体制については、本学の環境保全水準、化学物質管理水準及び安全衛生水準の向

上を図るための継続的な取組みを環境安全衛生マネジメントと定義し、学長をトップとした全学

的な環境安全衛生マネジメント体制を整備している。学長の下には統括環境安全衛生管理者（担

当理事）を設置し、学長を補佐するとともに、環境安全衛生マネジメントの業務を統括している。

また、環境安全衛生マネジメントの方針を審議するため、統括環境安全衛生管理者を委員長とす

る環境安全衛生マネジメント委員会を設置しているほか、専門的見地から環境安全衛生マネジメ

ントを支援、推進するため、学内共同教育研究施設として、富山大学環境安全推進センターを設

置している。 

全学的な情報セキュリティ対策の強化のため、平成 28 年度に情報資産保護に関する基本方針

及び情報資産保護の体制に関する規則を策定した。また、情報セキュリティ統括責任者（ＣＩＳ
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Ｏ）の下に情報セキュリティインシデント対策チーム（ＣＳＩＲＴ）を設置するとともに、情報

セキュリティインシデント対策基準を整備し、被害状況の把握、被害拡大の防止等の初動対応を

迅速に行える体制を整備したほか、情報委員会及び情報セキュリティ委員会を設置し、情報資産

保護に係る具体的施策の検討を行うための組織体制も整備した。主な取り組みとして、本学の保

有する情報を適切に管理するため、情報の格付け及び取扱制限に関する規則及びパスワードガイ

ドラインを整備し、全教職員に周知徹底したほか、情報セキュリティの意識を浸透させるため、

情報セキュリティ研修（ｅ－ラーニング）の受講を全教職員及び学生に義務付け、不履行者に対

しては、情報システムを利用するためのＩＤを停止にする等の措置を講じた。 
 
＜点検・分析結果＞ 
危機管理等に係る体制については、全学的な危機管理体制を構築し、関係法令に基づき必要な

規則・マニュアル等を整備している。また、個別のリスク対策として、上述のとおり研究不正防

止対策、安全衛生管理体制及び情報セキュリティ体制を整備している。 

 今後の課題としては、平成 29 年度中に設置予定である危機管理室を中心に、危機管理に関す

る全学としての方針等の明確化を図るとともに、当該方針等に沿って、各部局が作成したそれぞ

れの危機管理の体制やマニュアルが、適切に機能しているかを俯瞰的にチェックする等の危機発

生時の対応能力の強化に向けた取組みの実行や、教職員等を対象に危機管理に対する教育・研修

の企画を検討・実施するなど、着実な実行を図る必要がある。 
 

優れた点 

○平成 28 年度に全学的な情報セキュリティ対策を強化するため、情報セキュリテ

ィの体制整備を行った。特に、情報資産保護に関する基本方針及び情報資産保護

の体制に関する規則の策定や、情報セキュリティ統括責任者（ＣＩＳＯ）の下に

情報セキュリティインシデント対策チーム（ＣＳＩＲＴ）を設置するとともに、

情報セキュリティインシデント対策基準を整備し、被害状況の把握、被害拡大の

防止等の初動対応を迅速に行える体制を整備したことは特筆すべき事項である。

また、教職員及び学生の意識向上を目的に、情報セキュリティ研修を実施し、全

教職員及び学生に受講させ、未受講者については、情報システムを利用するため

の ID を停止にする等の措置を講じており、厳格な運用を図っている。 

改善を 
要する点 

○現在、危機管理対策の評価及び見直しや危機管理教育、研修の企画・立案及び訓

練の実施等に関する事項を検討する組織として危機管理委員会を設置している

が、危機管理室の設置を機に、全学に係る危機事案を統括的に管理するとともに、

現状を踏まえた、実効性のある施策等の検討・実施に資するため、現行の委員会

の一層の活性化を図る必要がある。 
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観 点 
６－１ 

主要な施設・設備の整備状況 

判断基準（記載必須事項）  

●校地、運動場、体育館、研究室、演習室等の 施設設備の状況 、及び耐震補強、バリアフリー

化の状況により、適切に整備・活用されているかどうか を判断する。 

 
＜観点に係る状況＞ 
本学は、五福・杉谷・高岡の３キャンパスからなり、校地面積は 698,555㎡、校舎面積は 280,712

㎡である。大学設置基準第 37 条で求められている校地面積は 106,974 ㎡、校舎面積は 111,031

㎡をそれぞれ満たしている。 

各キャンパスには、研究室、講義室、演習室、実験・実習室、情報処理学習室、語学学習室な

どの教育研究に必要な施設・設備を整備しており、共通利用の施設として、附属図書館（中央図

書館、医薬学図書館、芸術文化図書館）、総合情報基盤センター、保健管理センター、学生会館、

食堂（学生食堂、福利棟）、課外活動施設（サークル棟、厚生棟）、宿泊施設（職員会館）等を整

備している。運動施設としては、体育館、武道場、弓道場、グランド、陸上競技場、野球場、テ

ニスコート、プール等を整備し、教育活動及び課外活動に活用している。 

平成 28年度の施設整備は、総合情報基盤センター改修を実施した。 

耐震化については、平成 27 年度に教育研究施設の耐震化率は 100％となった。 

バリアフリー化については、キャンパスマスタープランの項目別計画であるユニバーサルデザ

イン計画に基づき、身体障がい者用駐車場の確保、出入口の自動ドア化、車いす対応エレベータ

ーの設置、屋外通路等の段差解消（スロープの設置等）、多目的トイレの設置、屋外歩道点字ブ

ロックの設置等、学内主要施設ほぼ全域で整備を実施し、大学ホームページでアクセシビリテ

ィ・マップ（バリアフリーマップ）を公開している。 

平成 28 年度は、工学部の身体障がい者用駐車場、薬学研究資料館の身体障がい者対応トイレ

の整備を実施した。 
 
＜点検・分析結果＞ 
 本学の校地・校舎面積は、大学設置基準に基づく基準面積を十分に満たし、各キャンパスに

教育研究活動や課外活動に必要な施設・設備を整備し、有効に活用している。 

耐震化、バリアフリー化について、それぞれ配慮がなされている。 
 

優れた点 

○耐震化については、教育研究施設の耐震化率は 100％である。 

○バリアフリー化については、学内主要施設ほぼ全域で整備を実施している。 

○大学ホームページでアクセシビリティ・マップ（バリアフリーマップ）を公開し、

利用者にアクセシビリティの状況を発信している。 
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改善を 

要する点 

○バリアフリー化については、主要施設以外についても整備を進めていく必要があ

る。 

 
 
 


